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串本町実施計画策定の基本方針 

 
 
１．実施計画策定の目的 

  
この実施計画は、「串本町長期総合計画」の中で「基本計画」として掲げた諸施策を計画

的・効果的に実施するために、事業内容や実施年度などを具体化し、計画期間における事

業展開を明らかにするために策定するものです。 
 
２．実施計画の位置づけ 

  
実施計画は、町の総合計画（基本構想、基本計画、実施計画によって構成される）の中

で、次のとおり位置づけられます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
実施計画は、基本計画に示した基本的方向・目標や施策展開に基づいて、計画期間に実

施する主要な事業を示す計画です。実施計画は、３ヵ年の具体的な施策事業の計画として

予算編成や事業実施の指針としての役割をもっています。 
 

１）第１次実施計画の計画期間は平成 19 年度から平成 21 年度までの３年間とし、事業量

や事業費を可能な限り年次別に明示し、主要な施策の道筋を明らかにします。 
２）今後３ヵ年の財政収支の予測を行い、計画事業の実現性を確保します。 
３）計画としての一貫性を保ちながら、社会経済情勢の変化に的確に対応するため、平成

21 年度に第２次実施計画（平成 22～24 年度）として改定を行います。 

 

基本構想 

（目標） 

 
基本計画 

(施策) 

  

実施計画 

i(事業) 

基本構想は、住民と行政が共に協力しながら、総合的に

進めていく町づくりの指針となるべきものであり、概ね

10 年後の串本町のあるべき姿を描いたものです。 

基本計画は、基本構想に基づいて進めていくべき

各分野における行政施策を明らかにしたもので、

計画期間を平成18年度から22年度までの５年間

としています。 



 - 6 -

３．実施計画の期間 

  
第１次実施計画の計画期間は平成 19 年度（2007 年度）から平成 21 年度（2009 年度）

までの３年間です。基本構想及び基本計画の計画期間との相関関係は下図のとおりとなり

ます。 
 
H18                                                                        H27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        
４．実施計画の対象とする事業 

  
 実施計画は、町の財政負担を伴う主要な事業を対象とします。ただし、財政負担を伴わ

ない事業の中で、町づくりの推進姿勢を明らかにするために事業展開を示す必要があると

考えられるものについては、計画の中へ盛り込んでいます。 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
H18                               H22 
 
 
 
    H19                    H21  

基本構想 
《平成 18 年度～平成 27 年度：10 年間》 

基本計画（前期） 
《平成 18 年度～平成 22 年度：５年間》 

基本計画（後期） 
《平成 22 年度策定予定》 

第１次実施計画 
《平成19年度～平成21年度：３年間》 

第２次実施計画 
《平成21 年度策定予定》 
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財政収支見通し（一般会計） 

 

歳 入                               （単位：千円） 

平成 20 年度 平成 21 年度 
区分 平成 19年度 

金額 伸率 金額 伸率 
自主財源 2,449,254 2,495,506 1.9% 2,603,427 4.3% 

町税 1,593,428 1,582,704 －0.7% 1,552,160 －1.9% 
繰入金 62,126 103,035 65.8% 261,565 153.9% 
使用料及び手数料 125,489 124,587 －0.7% 123,686 －0.7% 

 

その他 668,211 685,180 2.5% 666,016 －2.8% 
依存財源 6,735,065 6,438,809 －4.4% 6,785,675 5.4% 

地方交付税 3,806,120 3,706,267 －2.6% 3,678,189 －0.8% 
国、県支出金 1,220,121 1,188,442 －2.6% 1,062,686 －10.6% 
町債 1,397,724 1,233,000 －11.8% 1,733,700 40.6% 

 

その他 311,100 311,100 0.0% 311,100 0.0% 

歳入合計 9,184,319 8,934,315 －2.7% 9,389,102 5.1% 
 

歳 出                           （単位：千円） 

平成 20 年度 平成 21 年度 
区分 平成 19 年度 

金額 伸率 金額 伸率 
人件費 2,173,994 2,115,745 －2.7% 2,057,125 －2.8% 
 退職手当を除く人件費 1,976,214 1,893,528 －4.2% 1,868,281 －1.3% 
物件費 1,189,183 1,178,523 －0.9% 1,150,915 －2.3% 
維持補修費 84,333 83,490 －1.0% 82,655 －1.0% 
扶助費 609,965 610,473 0.1% 610,980 0.1% 
補助費 1,115,631 1,565,337 40.3% 2,255,869 44.1% 
公債費 1,109,881 1,160,813 4.6% 1,192,234 2.7% 
積立金 275,022 24,184 －91.2% 24,184 0.0% 
投資及び出資金・貸付金 17,675 17,498 －1.0% 17,323 －1.0% 
繰出金 864,250 625,853 －27.6% 622,325 －0.6% 
普通建設事業費 1,348,725 1,188,067 －11.9% 1,043,294 －12.2% 
災害復旧費 5,288 49 －99.1% 49 0.0% 
予備費 0 0 ― 0 ― 

歳出合計 8,793,948 8,570,031 －2.5% 9,056,953 5.7% 
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施策体系別計画 

 

この章の見方 

・「第１次串本町長期総合計画」の「基本計画」に示された施策順に事業を掲載しています。 

・事業年度を次のような図形を用いて表しています。 
事業年度 

》 19 20 21 》 

※色のついている年度は事業を実施する年度です。また   は実施計画期間以前から実施している 

事業、あるいは実施計画期間終了後も継続することを表しています。 

・担当課名は平成 19 年度の名称で表示しています。 

・各事業の事業費については、計画策定段階における概算額であり、実際の各年度の予算額及び決算額と 

は必ずしも一致しません。 

》 
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Ⅰ．災害に強い町づくり 

 

■防災 

 

事業名 事業の目的 成果目標 

東南海・南海地震が発生すれば、沿岸部

のほとんどが津波により浸水するので、安

全な高台に避難する必要がある。各地区か

ら要望が出ている避難路・避難場所につい

ては、箇所が多いので、順次整備していく

必要がある。 

平成 19 年度  
平成 20 年度 
平成 21 年度 

10 箇所 
８箇所 
未定  

事業の概要 

町内各地区から要望が提出されている避難路等の整備を図る。予算は年間 1,000 万前後

の見込み。平成 21 年度までは、まちづくり事業に該当する地域は、同事業に入れていく予

定である。 
事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

避難路整備事業 

（防災対策課） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

  
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 9,960 10,000 10,000 29,960 

内 訳     

 
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

1,800 2,000 2,000 5,800 

一 般 
財 源 

8,160 8,000 8,000 24,160 

その他     

    
 

事業名 事業の目的 成果目標 

一定の備蓄量の確保のため、保存期限があ

る食糧は継続して購入する必要がある。毛

布・ブルーシートについても必要数まで購

入を行っていく。 

毎年、備蓄食糧 3,000 食を購入。毎年、毛

布・ブルーシート各 100 枚を購入。 

事業の概要 

平成 19 年度  
平成 20 年度 
平成 21 年度 

食糧 3,000 食購入 毛布・ブルーシート各 100 枚購入 
食糧 3,000 食購入 毛布・ブルーシート各 100 枚購入 
食糧 3,000 食購入 毛布・ブルーシート各 100 枚購入 

食糧購入の予算は年間 72.1 万円、毛布・ブルーシート購入の予算は年間 60 万円。 
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

備蓄品（食糧・毛

布・ブルーシート）

購入事業 

（防災対策課） 

 
 
 
 
 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

  
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 1,321 1,321 1,321 3,963 

内 訳     

 
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

1,321 1,321 1,321 3,963 

その他     
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事業名 事業の目的 成果目標 

地震時の家屋倒壊による死傷者数を減少

させるためには、耐震性の弱い家屋の改修

が必要であり、耐震診断・改修事業を継続

していく必要がある。 
 

毎年、一般住宅 70 戸の耐震診断、20 戸の

耐震改修を実施する。 

事業の概要 

平成 19 年度  
平成 20 年度 
平成 21 年度 

耐震診断 70 戸、耐震改修 20 戸 
耐震診断 70 戸、耐震改修 20 戸 
耐震診断 70 戸、耐震改修 20 戸 

耐震診断の予算は年間 308 万円、耐震改修の予算は年間 1,200 万円 
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

一般住宅耐震診断

耐震改修事業 

（防災対策課） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

  
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 3,080 3,080 3,080 9,240 

内 訳     

 
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

2,310 2,310 2,310 6,930 

一 般 
財 源 

770  770 770 2,310 

その他     

    
 

事業名 事業の目的 成果目標 

避難路には倒壊の危険性があるブロック

塀があり、倒壊して避難路が塞がれたり、

避難者が押しつぶされたりして怪我をする

ことがある。これらのブロック塀について

撤去をしていただくため、撤去費用の補助

を継続していく。 
 

 

事業の概要 

一般住宅のブロック塀撤去、撤去後植栽等を行った場合の補助。 
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

ブロック塀等撤去

等補助事業 

（防災対策課） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

  
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 850 850 850 2,550 

内 訳     

 
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

850 850 850 2,550 

その他     
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事業名 事業の目的 成果目標 

災害が発生した時、公的な機関が早急に

対応できるとは限らない。このような場合、

公的な活動が開始されるまで各地区の自主

防災組織の活動に負うところが大きく、こ

れらの自主防災組織の活動について支援を

行っていく。 
 

自主防災組織については、長期総合計画に

明記しているとおり、組織率 100％を目標と

する。 

事業の概要 

自主防災組織の活動支援。 
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

自主防災組織活動

補助事業 

（防災対策課） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

  
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 4,000 4,000 4,000 12,000 

内 訳     

 
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

800 800 800 2,400 

一 般 
財 源 

3,200 3,200 3,200 9,600 

その他     

    
 

事業名 事業の目的 成果目標 

地震時、転倒及び移動により園児及び学

童に被害を及ぼす可能性があるピアノ等の

大型楽器類について、特殊な金具を使い固

定する。 
 

21 年度末までに、全ての幼稚園・保育所、

小学校、中学校のピアノ等の大型楽器につい

て金具取り付けを終了させる。 

事業の概要 

平成 19 年度  
平成 20 年度 
平成 21 年度 

町立幼稚園・保育所 
町立小学校 
町立中学校 

尚、その他の公的施設についても検討が必要になり、22 年度以降についても、継続事業

になる可能性もある。 
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

転倒防止金具取り

付け工事事業 

（防災対策課） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

  
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 1,613 1,125 550 3,288 

内 訳     

 
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

460 450 220 1,130 

一 般 
財 源 

1,153 675 330 2,158 

その他     
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事業名 事業の目的 成果目標 

田原区防災資機材の補助 
 

田原区防災資機材の充実化 

事業の概要 

ごみ処理場建設時の関係。国・県等の補助対象要望を提出していたが、採用に至らず、

19 年度に町単独で補助を行う。 
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

田原区防災資機材

補助事業 

（防災対策課） 

 
 
 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

  
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 3,000   3,000 

内 訳     

 
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

3,000   3,000 

その他     

    
 

事業名 事業の目的 成果目標 

大規模災害（大地震）が発生すれば、通

常の通信機能は破壊され、また交通網につ

いても寸断されるので、災害対策本部を設

置しても必要な情報が収集できなくなる可

能性がある。災害時情報伝達手段の強化の

ため、各防災拠点施設に衛星電話を順次整

備していく。 
 

平成 20 年度 
平成 21 年度 

本庁舎に衛星電話を設置 
分庁舎に衛星電話を設置  

事業の概要 

本庁舎及び分庁舎他各地区の防災拠点となる施設に、災害時の情報伝達手段として衛星電

話を整備する。 

 
事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

情報伝達施設整備

事業 

（防災対策課） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

  
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費  252 252 504 

内 訳     

 
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

 252 252 504 

その他     

    
 



 - 15 -

 
事業名 事業の目的 成果目標 

避難場所までの誘導板及び避難場所表示

板を設置することにより、災害が発生した

時、避難場所をよく知らない地元以外の人

も早急に避難できるようにする。 
 

平成 20～21 年度中に、旧串本地区へ各年

度 50 箇所、計 100 箇所の避難誘導表示板を

設置する。 

事業の概要 

避難誘導表示板の設置 
平成 20 年度  
平成 21 年度 

旧串本 13 地区 50 箇所 
旧串本 13 地区 50 箇所 
  

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

避難誘導表示板設

置事業 

（防災対策課） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

  
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費  7,500 7,500 15,000 

内 訳     

 
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

 3,750 3,750 7,500 

一 般 
財 源 

 3,750 3,750 7,500 

その他     

※現在、県費補助要望にあげているが、補助
率の関係で年度が 21 年度以降になる場合、
補助率が低下する場合もある。 

 
事業名 事業の目的 成果目標 

町有建築物のうち、耐震基準で建設され

た建築物については、耐震診断を行い、診

断で耐震基準（総合評点 1.0 以上）に満た

ない施設については、耐震改修を行う。 
 

平成 27 年度までに耐震化率 100％を達成

する。 

事業の概要 

町有施設耐震診断及び耐震改修 

平成 20 年度～26 年度  
平成 21 年度～27 年度 

耐震診断実施 
耐震改修実施 

 診断が必要な施設数不明。（現在各課に取りまとめ依頼中） 
 改修は診断後、耐震性のない施設についてのみ行う。 
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

町有施設耐震診断

及び改修事業 

（防災対策課） 

 
 
 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  
  

 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費     

内 訳     

※国の補助金額確定後、補正計上する。 
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

    

その他     
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事業名 事業の目的 成果目標 

洪水ハザードマップを作成し、住民に配

布することにより、洪水が危険な場所を周

知する。 
 

20 年度中に洪水ハザードマップを作成し、

各世帯に配布する。 

事業の概要 

洪水ハザードマップの作成と、各世帯配布。約 11,000 部作成。 
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

洪水ハザードマッ

プ作成事業 

（防災対策課） 

 
 
 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

  
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費  5,100  5,100 

内 訳     

 
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

 3,200  3,200 

一 般 
財 源 

 1,900  1,900 

その他     

    
 

事業名 事業の目的 成果目標 

町内の津波避難困難地域解消策の一つと

して津波避難タワーの建設を推進する。 
 

 

事業の概要 

 津波避難困難地域の解消対策として考えられる１つの施策であり、今後も津波避難タワ

ーを建設していく予定である。 
 しかし、建設用地が確保できなければ建設することができないので、用地が確保でき、

建設要望がある地区から建設を進めていく。 
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

津波避難タワー建

設事業 

（防災対策課） 

 
 
 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

  
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費     

内 訳     

 
※未定 
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

    

その他     
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事業名 事業の目的 成果目標 

串本小学校から西の岡に建設される造成

地までの避難路は１箇所しかなく、広さも

十分でないため、避難路の整備を行う。 
 

平成 21 年度に特定利用斜面地（西の岡）

への避難路を整備する。 

事業の概要 

串本地区の住民が避難地まで避難できるように串本小学校グラウンドからの避難路を新

設する。また、この避難路は２次の避難場所としての活用を考えているので、図書館から

の避難路について、物資等の輸送が可能な避難路としての拡張整備を図る。 
造成事業は県事業であり、現在は 21 年度で終了予定となっているが、事業年度が延びた

場合、この事業も延長する可能性がある。  
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

西の岡避難路整備

事業 

（防災対策課） 

 
 
 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》    
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費   19,700 19,700 

内 訳     

 
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

  7,880 7,880 

一 般 
財 源 

  620 620 

その他   11,200 11,200 

    
 

事業名 事業の目的 成果目標 

近い将来の発生が懸念されている東南

海・南海地震について、理解と関心を深め

ていただき、地域の防災力向上を図る。 
 

住民の防災意識の高揚 

事業の概要 

防災対策課職員が申込みのあった区・自主防災会・学校・事業所などのグループを訪問

し、地震発生のメカニズム、地震発生時に想定される揺れや津波及びその被害等を説明す

る。 
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

出前講座『東南海 

・南海地震に備え

て』事業 

（防災対策課） 

 
 
 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

  
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 ― ― ― ― 

内 訳     

 
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

― ― ― ― 

一 般 
財 源 

― ― ― ― 

その他     
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■消防 

 
事業名 事業の目的 成果目標 

串本町消防団は現在 11 分団あり、消防ポ

ンプ車 10 台、小型動力ポンプ 28 台、小型

動力ポンプ積載車 23 台を配備している。 
中には、かなり老朽化した資機材もあり

計画的に更新し地域の消防力の強化を図

る。 
 

老朽化した、消防資機材を更新し消防力の

強化及び、消防団員の士気高揚を図る。 
 

事業の概要 

平成 19 年度において、和歌山県消防防災施設等整備費補助金を申請し、小型動力ポンプ

を購入する。また、20 年度 21 年度においても和歌山県消防防災施設等整備費補助金を申

請し、小型動力ポンプ及び小型動力ポンプ積載車を購入する。 
 
 

事業費概算（千円） 
  

 19年度 20年度 21年度 合計 
事業費 1,200 6,105 6,105 13,410 

内 訳 
小型動力ポンプ1台 小型動力ポンプ２台 

小型動力ポンプ積載車

２台 

小型動力ポンプ２台 
小型動力ポンプ積載車

２台 

 

 
 

財源見込（千円） 

消防施設整備事業 

（消防本部） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

438 1,932 1,932 4,302 

一 般 
財 源 

762 273 273 1,308 

その他  3,900 3,900 7,800 
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事業名 事業の目的 成果目標 

現在の消防署は、串本署、古座署共に津

波被害が想定される場所に建設されてお

り、老朽化も進んでいる。 
また、増加する救急需要、高度救命処置

等に対応するためには、救急隊の専任科が

急務である。 
このような現状から、地震津波災害を受

けない場所に消防防災センターを建築し、1
本部 1 署体制を確立する。 

また、今後の消防広域化を見据え紀南の

消防防災の拠点として、早期に建設をする。 
 

防災センターの規模、建設場所の選定につ

いて町防災部局と協議しながら、先進地の視

察を行い、補助金等財源確保計画及び建設計

画を策定する。 
 

事業の概要 

消防防災センター建設に向けて、庁内検討委員会を設立し建設計画を策定する。 
平成 21 年度 庁内検討委員会発足 
       先進地視察 
       建設場所の選定・確保 
 

事業費概算（千円） 
  

 19年度 20年度 21年度 合計 
事業費   100 100 

内 訳   先進地視察旅費 100  

 
 

財源見込（千円） 

消防防災センター

建設事業 

（消防本部） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

  100 100 

その他     
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事業名 事業の目的 成果目標 

平成 19 年４月現在、串本町消防本部に

は 18 名の救急救命士が勤務しているが、

研修等で不在の期間が多く、救命士の数が

不足している。 
また今後の救急隊の専任化また、高度救

命処置に対応するため、計画的に救命士を

養成する。 
潜水隊について、現在７名の潜水隊員が

活動を行っているが、専門的な知識、技術

が要求されるため計画的に潜水技術研修を

受講させ、より高度な潜水技術を習得させ

る。 
 

救命士を増員し、さらなる救命率の向上を

図る。 
潜水隊員の技術、知識の向上を図る。 

 

事業の概要 

救命士については、東京及び九州の研修所へ派遣。 
潜水士については、独立行政法人海洋研究開発機構において実施。 
平成 19 年度  救急救命士 1 名養成 
平成 20 年度  救急救命士 1 名養成 ／ 潜水技術研修 1 名派遣 
平成 21 年度  救急救命士 1 名養成 ／ 潜水技術研修 1 名派遣 

 
事業費概算（千円） 

  
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 2,594 2,813 2,813 8,220 

内 訳 

救命士養成負担金 

1,999 

旅費            595 

救命士養成負担金 

1,999 

旅費        595 

潜水技術研修負担金  

130 

旅費        89 

救命士養成負担金 

1,999 

旅費             595 

潜水技術研修負担金    

130 

旅費            89 

 

 
 

財源見込（千円） 

各種研修への派遣

事業 

（消防本部） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

2,594 2,813 2,813 8,220 

その他     
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事業名 事業の目的 成果目標 

串本町消防本部には現在高規格救急車が

４台あり、串本消防署へは２台の高規格救

急車を配備している。 
現在の救急車の出動については増加傾向

にあり、２台の同時出動の割合も多く、ま

た古座消防署管内への出動も増えている。 
１台については平成 17 年に購入してい

るが、もう１台については平成 10 年に購

入し、走行距離も 11 万㎞に達している。 
このようなことから、高規格救急車を計

画的に更新し増加する救急需要に対応す

る。 
 

高規格救急車及び高度救命処置用資器材を

整備し、さらなる救命率の向上をはかる。 

事業の概要 

平成21年度において、消防庁関係補助事業の緊急消防援助隊設備整備費補助金を要望し、

高規格救急車及び高度救命処置用資機材を購入する。 
 
 

事業費概算（千円） 
  

 19年度 20年度 21年度 合計 
事業費   30,325 30,325 

内 訳 
  高規格救急車  20,035 

高度救命処置用資機材 
10,290 

 

 
 

財源見込（千円） 

高規格救急車整備

事業 

（消防本部） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

  12,654 12,654 

一 般 
財 源 

  971 971 

その他   16,700 16,700 
 

 



 - 22 -

 
事業名 事業の目的 成果目標 

将来被害が予想されている東南海・南海

地震に備え、水道施設が被害を受けた場合

の水利として、防火水槽を計画的に配置す

る。 
消火栓については、町内の未設置箇所に

計画的に配置する。 
 

現在の水利状況を考慮し、全町的な適正配

置・整備に努める。 

事業の概要 

平成 20 年度において、和歌山県消防防災施設等整備費補助金を申請し、串本地区に防火

水槽１基を設置する。 
同じく 20 年度に、大島地区に消火栓１基を新設する。 

  
※平成 21 年度において、水産課で行う船瀬漁港整備事業（P.80）の中で、潮岬地区に防火

水槽１基、消火栓３基を設置する予定。 
 

事業費概算（千円） 
  

 19年度 20年度 21年度 合計 
事業費  8,920  8,920 

内 訳 
 防火水槽 １基 

消火栓  １基 
  

 
 

財源見込（千円） 

消防水利整備事業 

（消防本部） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

 1,672  1,672 

一 般 
財 源 

 7,248  7,248 

その他     
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Ⅱ．安心のある町づくり 
 

■医療 

 
事業名 事業の目的 成果目標 

現在、串本病院と古座川病院の２病院を

経営しているが、将来に渡って１つの自治

体で２つの病院を経営していくことは、行

政効率や財政運営上好ましくなく、また、

両病院ともに老朽化が進み、耐震性にも問

題があり、加えて津波被害を受けやすい海

岸沿いに位置していることから、早急に安

全な場所に統合新築する必要がある。 
 新病院は新宮医療圏域の中核病院とし

て、診療圏における２次医療、２次救急を

担い、地域内で住民の生命を守るのに足る

地域医療サービスの提供に努めると共に、

災害時には災害支援病院として、また地域

においては拠点病院として機能を果たす。 

両病院を統合新築し、診療圏における地域

医療の拠点病院として、地域住民が安心して

生活できる基盤整備を行うとともに、併せて

施設の効率的な配置による行政効率の向上を

図り経費の節減に繋げる。 
 

 

事業の概要 

【場所】串本町くじの川 【敷地面積】13,600 ㎡ ＲＣ造 【延床面積】約 9,734.28 ㎡ 
一般病床 90 床 療養病床 40 床、計 130 床  駐車場 150 台、ヘリポート 
MRI 等医療機器整備  医師住宅  県外先進地視察 

事業費概算（千円） 
  

 19年度 20年度 21年度 合計 
事業費 10,697 94,494 5,024,122 5,129,313 

内 訳 

病院設計費    10,290 
先進地視察       229 
事務費        178 

 

病院設計費    76,363 
総合ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ業務   
                17,535 
事務費            596 

  
 

建設工事費   3,402,000 
施工監理費      43,341 
医師住宅建築  207,000 
医療機器購入  1,000,000  
総合ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ業務    

16,695 
用地費         314,490 
事務費               596 
移転業務委託     40,000 

 

 
 

財源見込（千円） 

新病院建設事業 

（総務課プロジェ

クト推進室） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

5,145   5,145 

一 般 
財 源 

552 18,294 157,442 176,268 

その他 
(病院事業債) 
(合併特例債)  

16,000 
(3,800) 
(1,200) 

76,200 
(57,200) 
(19,000) 

4,866,700 
(3,650,000) 
(1,216,000) 

4,947,900 
(3,711,000)  

 (1,236,900)  
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■福祉 

 

事業名 事業の目的 成果目標 

地域住民の生活実態、住民の意識などを

充分に把握し、住民の社会的、経済的、文

化的水準の向上を図るため、各種相談事業、

社会福祉、人権啓発等に関する事業を総合

的に実施し、人権問題の解決に努める。 
 

 

社会福祉法の改正（第二種社会福祉事業を

行う施設化）による総合センター（隣保館）

の位置付け「地域福祉推進のモデル施設」と

して、田子～和深地区の 65 歳以上の元気老人

の在宅福祉サービスを行う施設を目指して、

町社会福祉協議会との協議を重ね、平成 16 年

９月より実施している。参加者間に仲間意識

が芽生え実施日を楽しみにしている。 
 

事業の概要 

田子～和深までの 65 歳以上の元気な老人等で介護保険が非該当の方を対象に、毎週火曜

日(１回 15 人)に隣保館デイサービス事業を実施。 
①日常生活訓練 

   日常生活動作・歩行・家事訓練等 
 ②創作、軽作業 
   生け花・アートフラワー・工作・四季の催し物作成 
 ③レクリェーション 
   ヨガ・カラオケ大会・保育所児との交流・給食・和深文化祭での踊り 

 

 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

隣保館デイサービ

ス事業 

（保健福祉課） 

 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 2,664 2,664 2,664 7,992 

内 訳 
町社協

への委

託料 

町社協

への委

託料 

町社協

への委

託料 

 

 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

1,908 1,908 1,908 5,724 

一 般 
財 源 

756 756 756 2,268 

その他     
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事業名 事業の目的 成果目標 

社会福祉事業の能率的運営と組織的活動

が地域福祉の増進に寄与することを目的

に、同協議会の活動費に対し助成（補助）

を行う。 
 

地域福祉の増進に同協議会の果たす役割は

大きいので、毎年応分の助成を行っていく。 

事業の概要 

同協議会の事業目的、活動方針等を尊重し、その活動費に対し応分の助成を行う。 
  
同協議会の基本理念 
  地域住民の協力（知恵と力の提供）を得て、地域福祉の推進を図る。 
  ① 地域の生活問題を人々の参画と協働により取り組む。 
  ② 生活問題の包括的な支援を推進する。 
  ③ 公益性と非営利性を併せ持つ民間団体として事業経営に努める。 

 

事業費概算（千円） 
  

 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 30,602 30,602 30,602 91,806 

内 訳 町社協への補助金 町社協への補助金 町社協への補助金  

 
 

財源見込（千円） 

串本町社会福祉協

議会助成事業 

（保健福祉課） 

 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

30,602 30,602 30,602 91,806 

その他  
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事業名 事業の目的 成果目標 

民生委員法に基づく、民生委員の相談及

び援助活動は社会福祉の増進に寄与してい

るので、その組織（串本町民生児童委員協

議会）の活動費に対し助成（補助）を行う。 
 

地域福祉の増進に同協議会の果たす役割は

大きいので、毎年応分の助成を行っていく。 

事業の概要 

民生委員法に基づく、民生委員の相談及び援助活動を尊重し、その活動費に対し応分の負

担を行う。 
 

串本町民生児童委員協議会 
委員構成 75 名（民生委員 71 名、主任児童委員４名） 
任  期 ３か年（H19.12.1～H22.11.30） 

 
 同協議会の組織 
目的 法 24 条に定める任務の遂行と円滑な運営及び地域福祉の増進を図る。 
部会 ① 児童福祉部会  
  ② 高齢者福祉部会 

    ③ 障害者福祉部会 
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

民生児童委員協議

会助成事業 

（保健福祉課） 

 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 6,035 6,035 6,035 18,105 

内 訳 
町民協

への補

助金 

町民協

への補

助金 

町民協

への補

助金 

 

 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

4,365 4,365 4,365 13,095 

一 般 
財 源 

1,670 1,670 1,670 5,010 

その他     
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事業名 事業の目的 成果目標 

高齢者等の雇用の安定等に関する法律に

基づき、平成 18 年２月に発足した同セン

ターについては、高齢者等の生き甲斐づく

り、地域社会への貢献に寄与しているので、

その活動費に対し３カ年を限度に助成（補

助）を行う。 
 

同人材センター 
登録会員数 114 名（19 年３月末現在） 
 

同人材センターについては、助成期間内が

終了する 20 年度末までに組織の強化、経営

の安定化が図られることを期待する。それま

での間、応分の助成を行っていく。 
 

事業の概要 

高齢者等の雇用の安定に関する法律に基づき、高齢者等の職業生活の充実、福祉の増進

に資するため、臨時的かつ短期的な就業等を希望する方に、就業の機会を提供する団体を

育成するため、平成 20 年度まで助成する。 
  
同センター  18 年度事業実績 
  就業延人員 3,737 人 
  就業延時間 19,912 時間 
  受託件数  587 件 

事業収入  20,081,659 円 
            

事業費概算（千円） 
  

 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 1,000 1,000  2,000 

内 訳 
同センターへの補

助金 

同センターへの補

助金 
  

 
 

財源見込（千円） 

串本町シルバー人

材センター助成事

業 

（保健福祉課） 

 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

500 500  1,000 

一 般 
財 源 

500 500  1,000 

その他  
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事業名 事業の目的 成果目標 

長寿をお祝いするため、毎年年齢に応じ

記念品を贈呈するとともに敬老会を各区等

に委託して開催する。 
 

本事業を通じ、長寿を祝福する住民意識の

高揚と老人福祉の向上につながることを期待

し、継続実施する。 
 

事業の概要 

町が各区等に委託し、長寿をお祝いする「敬老会」を毎年９月中旬に開催している。また、

同時に 90 歳以上の高齢者に対し、年齢に応じ記念品を贈呈している。 
  
敬老会 町内 37 箇所で開催 
     委託料 3,928 千円  ※75 歳以上の高齢者１人当たり 1,000 円 

 記念品 90 歳         3,000 円（座布団） 
91 歳以上 95 歳未満  3,000 円（商品券） 

         95 歳以上 100 歳未満 5,000 円（商品券） 
100 歳以上      10,000 円（商品券） 

 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

敬老会事業 

（保健福祉課） 

 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 5,737 5,737 5,737 17,211 

内 訳 
内委

託料

3,928 

内委

託料

3,928 

内委

託料

3,928 

内委託

料

11,784  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

5,737 5,737 5,737 17,211 

その他     
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事業名 事業の目的 成果目標 

１人暮らし老人等に対し、緊急通報装置

を貸与することにより、当該老人等の急病

及び緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、

その福祉の増進に資することを目的とす

る。 
 

本事業により、１人暮らしの不安を少しで

も払拭し、住み慣れた地域で安心に生活して

いただけることを期待し、継続実施する。 
 

事業の概要 

同装置の利用を希望する対象者からの申請に基づき、町は審査会で利用の可否を決定し、

貸し出す。 
装置の利用料は無料。ただし、電話使用料、装置の修理代・電池代は利用者が負担。 
 
対象者 串本町に居住する、 
    ①65 歳以上で身体病弱な一人暮らしの老人  
    ②65 歳以上の重度身体障害者で一人暮らしの老人 
    ③町長が必要と認めた者 
 
利用状況 保有台数 240 台 
     内訳：旧串本町 130 台（リース） 
        旧古座町 110 台（買い取り） 
     Ｈ20.３現在の利用（貸し出し）件数 193 台 

 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

緊急通報装置貸与

事業 

（保健福祉課） 

 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 1,442 1,553 1,553 4,548 

内 訳 
内賃

借料

1,420

内賃

借料

1,420 

内賃

借料

1,420 

 

 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

1,442 1,553 1,553 4,548 

その他     
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事業名 事業の目的 成果目標 

この事業は、おおむね 65 歳以上の要援

護・要介護高齢者等に対し、介護予防サー

ビス、生活支援サービス又は家族介護サー

ビスを提供することにより、これらの者の

自立した生活を確保し、高齢者等の総合的

な福祉の向上に資することを目的とする。 
 

本事業により、老人一人暮らし、老人のみ

の世帯又はそれに準ずる世帯に属する高齢者

及び身体障害者等の食生活の援助、寝具類等

の衛生管理等を通して安否確認や生活習慣及

び対人関係に対する指導、在宅での生活支援

を行う。住み慣れた地域で安心して生活でき

るよう今後も継続実施する。 
 

事業の概要 

本事業の利用希望者の申請に基づき、審査し、利用の可否を決定する。 
 
寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業 

  老人一人暮らし、老人のみの世帯又はそれに準ずる世帯に属する高齢者及び身体障害者

であって、寝具類等の衛生管理が困難なものの衛生管理を行う。 
 
生活管理指導短期宿泊事業（ショートステイ） 

  介護保険法（平成９年法律第 123 号）に規定する介護認定において、非該当と認定さ

れたおおむね 65 歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯にある者で

あって、生活習慣及び対人関係に対する指導が必要である等、社会的対応が困難な者を一

時的に宿泊させ、生活習慣等の指導を行うとともに体調調整等を行う。 
 
配食サービス事業 

  老人一人暮らし、老人のみの世帯又はそれに準ずる世帯に属する高齢者及び身体障害者

であって、調理が困難なものに食事の提供を伴う他のサービスを調整しながら指定居宅サ

ービス事業者で調理された弁当を利用対象者宅に届けて、安否確認を行う。 
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

介護予防・地域支え

合い事業 

（保健福祉課） 

 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 10,213 9,990 9,990 30,193 

内訳 委託料 委託料 委託料
 

 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

10,213 9,990 9,990 30,193 

その他     
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事業名 事業の目的 成果目標 

介護保険法第 117 条の規定に基づき、平

成 21 年度～平成 23 年度の要介護（要支援）

者の人数や必要な介護サービスの量を見込

み、介護保険事業に係る保険給付を円滑に

実施することを目的とする。 

策定した計画に基づき、要介護高齢者等が、

必要なサービスを利用し、住み慣れた地域で

安心して生活ができる地域ケアの充実を図

る。 

事業の概要 

平成 21 年度～平成 23 年度までの第４期介護保険事業計画を策定し、３年間の介護保険

料基準額を決定する。 
事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

介護保険事業計画

策定事業 

（保健福祉課） 

 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  
 

 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費  2,250  2,250 

内 訳 

 委員報

酬    

250 
作成委

託料   

2,000 

  

 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

 2,250  2,250 

その他     

    
 
 
 

 
事業名 事業の目的 成果目標 

住宅入居者の安全を確保することを目的

とし、住宅の改修及び火災報知器の設置を

行う。 
 

平成 18 年度～21 年度  
住宅改修４棟（各年１棟）実施 

平成 19 年度  
火災報知器設置４棟（20 戸）実施 

 
事業の概要 

平成 18 年度～21 年度 
 潮岬町営住宅軒天改修工事 
平成 19 年度 

潮岬町営住宅火災報知器設置工事 
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

潮岬町営住宅改修

及び火災報知器設

置事業 

（保健福祉課） 

 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 1,408 1,257 1,257 3,922 

内 訳  
   

 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

1,408 1,257 1,257 3,922 

その他     
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事業名 事業の目的 成果目標 

在宅の障害者が障害者就労支援施設に通

所するために要する費用を補助することに

より、その経済的負担の軽減を図り、もっ

て障害者の自立及び社会参加の促進を図

る。 
 

少額の障害年金、作業工賃で生活する障害

者にとって、通所に係る経費の負担軽減とな

る事業であるため、今後も継続して実施して

いく必要がある。 
町単独事業として実施しているが、利用者

が増加しており、補助金等を模索する必要が

ある。 
 

事業の概要 

対象者 
町内に住所を有する在宅の障害者で、自宅からの通所距離が片道２キロメートルを超える

町内外の就労支援施設に通所する者 
 

対象経費 
鉄道・路線バス等の公共交通機関、施設送迎車、原動機付自転車又は自動二輪車、自動車

を利用する経費の自己負担分 
 

補助金額 
各交通手段利用の合計額として上限１万円 

 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

障害者就労支援施

設通所交通費補助

事業 

（保健福祉課） 

 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 3,060 3,060 3,060 9,180 

内 訳     
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

3,060 3,060 3,060 9,180 

その他     
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事業名 事業の目的 成果目標 

在宅障害者の就労支援施設の利用者負担

金を助成することにより、その経済的負担

の軽減を図り、もって障害者の就労の支援、

社会参加の促進及び自立を図る。 
 

平成 19 年度から 20 年度までの事業。 
国の特別対策事業により、平成 20 年度以

降、利用者負担上限月額が更に約半額程度に

引き下げられることから、平成 21 年度以降の

実施については、串本町と同様に実施してい

る新宮・東牟婁圏域市町村と協議する必要が

ある。 
事業の概要 

対象者 
障害者自立支援法第 22 条第１項の規定による支給決定を受けた者 

対象経費 
就労支援施設の利用者負担金 

助成金額 
２分の１（１円未満の端数切捨） 

 
事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

障害者就労支援施

設利用者負担金助

成事業 

（保健福祉課） 

 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 720 720  1,440 

内 訳     
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

720 720  1,440 

その他     
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事業名 事業の目的 成果目標 

手話及び要約筆記をコミュニケーション

手段とする聴覚障害者又は音声・言語機能

障害者及び聴覚障害者等とコミュニケーシ

ョンを図る必要のある者が手話等を必要と

する場合に、手話通訳者及び要約筆記者を

派遣し、もって聴覚障害者等の福祉の増進

と社会参加の促進を図る。 
 

コミュニケーションを図ることが困難な人

を支援する事業であり、家庭生活及び社会生

活において手話通訳等により意思伝達を円滑

にし、社会参加を促進する上において、今後

も継続して実施していくことが必要である。 
通訳内容で見ると、医療機関受診のための

通訳派遣依頼が多く、これは高度な技術を要

する通訳であり、専任通訳者ならびに養成講

座の充実を図る必用がある。 
 

事業の概要 

利用者 
町内に在住する聴覚障害者等及び町内に在住する聴覚障害者等とコミュニケーションを

図る必要のある者 
費用負担 
聴覚障害者等は無料 その他の者は有料 

派遣範囲 
原則として和歌山県内及び三重県南牟婁郡並びに熊野市内 

委託事業者 
 障害児者相談生活サポートセンター とも 
 障害児者相談センター ゆず 
            

事業費概算（千円） 
  

 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 5,110 5,110 5,110 15,330 

内 訳 
相談支援事業を含

む 

相談支援事業を含

む 

相談支援事業を含

む 

 

 
 

財源見込（千円） 

コミュニケーショ

ン支援事業（地域 

生活支援事業） 

（保健福祉課） 

 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

1,278 1,278 1,278 3,834 

その他 
(起債・他

会計繰入) 
3,832 3,832 3,832 11,496 
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事業名 事業の目的 成果目標 

障害者等からの相談に応じ、必要な情報

の提供等の便宜を供与することや、権利擁

護のために必要な援助を行うことにより、

障害者等が自立した日常生活又は社会生活

を営むことができるようにする。 

障害者からの相談に応じて必要な情報の提

供及び助言、その他の障害福祉サービス利用

支援を行うことは、地域生活を維持していく

上で最も重要な機能であることから、今後も

継続して実施していくことが必要である。 
 

事業の概要 

事業内容 
１．障害者相談支援事業 

(1)福祉サービスの利用援助に関する業務 (2)社会資源を活用するための支援に関す

る業務 (3)社会生活力を高めるための支援に関する業務 (4)ピアカウンセリングに

関する業務 (5)権利の擁護のために必要な援助に関する業務 (6)専門機関の紹介に

関する業務 (7)地域自立支援協議会の運営に関する業務 
２．市町村相談支援機能強化事業 

(1)専門的な相談支援等を要する困難ケース等への対応に関する業務 (2)地域自立支

援協議会を構成する相談支援事業者等に対する専門的な指導、助言等に関する業務 
３．居住サポート事業 

(1)不動産業者に対する物件斡旋依頼及び家主等との入居契約手続き支援に関する業務 
(2)利用者の生活上の課題に対し、緊急に対応が必要となる相談支援、関係機関との連 
絡・調整等に関する業務 

利用料  
無料 

委託事業者 
障害児者相談生活サポートセンター とも  
障害児者相談センター ゆず    
 

事業費概算（千円） 
  

 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 5,110 5,110 5,110 15,330 

内 訳 
コミュニケーション支

援事業を含む 
コミュニケーション支

援事業を含む 
コミュニケーション支

援事業を含む 
 

 
 

財源見込（千円） 

相談支援事業（地域

生活支援事業） 

（保健福祉課） 

 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

1,278 1,278 1,278 3,834 

その他 
(起債・他

会計繰入) 
3,832 3,832 3,832 11,496 
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事業名 事業の目的 成果目標 

障害者等の日中における活動の場を提供

し、障害者等の見守りや社会に適応するた

めの日常的な訓練、障害者等の家族の就労

支援及び障害者等を日常的に介護している

家族の一時的な休息の場を確保する。 
 

障害者の処遇改善及び介護者の介護負担の

軽減や社会参加のために必要であることか

ら、今後も継続して実施していくことが必要

である。 

事業の概要 
対象者 

町内に居住する障害者等で、身体・療育・精神障害者手帳の交付を受けた者。障害者自立

支援法第 21 条に基づく障害程度区分の認定を受けていない障害者等は、事業の利用が必

要であると町長が認めた者。 
事業内容 

(1)日中ショート (2)障害者デイサービス 
利用者負担 

事業の利用に要する費用の１割。ただし、負担上限月額は障害者自立支援法施行令第 17
条に規定する額。 

 
事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

日中一時支援事業

（地域生活支援事

業） 

（保健福祉課） 
 

 

事業年度 

》 19 20 21 》 

 

 

 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 3,814 3,814 3,814 11,442 

内 訳     
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

954 954 954 2,862 

その他 2,860 2,860 2,860 8,580 

    



 - 37 -

 

事業名 事業の目的 成果目標 

屋外での移動に困難がある障害者・児に

対し、外出のための支援を行うことにより、

地域における自立生活及び社会参加を促す

ことを目的とする。 
 

歩行が困難な障害者の社会参加の促進には

移動の保障が重要とされ、車いす利用者が公

共交通機関で移動することは困難なためリフ

トカーでの移動が最も効果的であることか

ら、今後も継続して実施していくことが必要

である。 
 

事業の概要 
対象者 

町内に居住地を有する障害者等で、身体（視覚・全身性）・療育・精神障害者手帳の交付

を受けたものであって、町長が利用を適当であると認めた者。 
事業内容 

障害者等の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動の社会参加のための外出の際に個

別的支援を行うものとし、原則として１日の範囲内で用務を終えるものに限る。通勤、営

業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外

出は除く。 
利用者負担 
サービスに要する費用の１割。 
負担上限月額は、障害者自立支援法施行令第 17 条に規定する額。公共機関運賃等の実費

は別途利用者負担。 
事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

移動支援事業（地域

生活支援事業） 

（保健福祉課） 
 

 

事業年度 

》 19 20 21 》 

 

 

 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 1,265 1,265 1,265 3,795 

内 訳     
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

317 317 317 951 

その他 948 948 948 2,844 
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事業名 事業の目的 成果目標 

在宅の重度障害者等に対し、日常生活用

具を給付又は貸与することにより、日常生

活の便宜を図り、その福祉の増進に資する。 
 

 日常生活用具の給付・貸与を受けた障害者

が住み慣れた地域での生活を継続できるよう

になり、障害者の自立・社会参加に大いに貢

献していることから、今後も継続して実施し

ていくことが必要である。 
 

事業の概要 
用具及び対象者 

給付等の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、

同表の「対象者」欄に掲げる障害者等とする。ただし、介護保険法（平成９年法律第１２

３号）により給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は、その対

象者から除く。用具の貸与の対象者は、所得税非課税世帯に属する者とする。 
利用者負担 
障害者自立支援法（平成 17 年法律第 123 号）に基づく補装具費の支給の例による。 

 
事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

日常生活用具給付

等事業（地域生活 

支援事業） 

（保健福祉課） 
 

 

事業年度 

》 19 20 21 》 

 

 

 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 7,156 7,156 7,156 21,468 

内 訳     
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

1,789 1,789 1,789 5,367 

その他 5,367 5,367 5,367 16,101 
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事業名 事業の目的 成果目標 

障害者基本法の基本的理念にのっとり、

身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精

神保健及び精神障害者福祉に関する法律、

児童福祉法、その他障害者及び障害児の福

祉に関する法律と相まって、障害者及び障

害児がその有する能力及び適正に応じ、自

立した日常生活又は社会生活を営むことが

できるよう、必要な障害福祉サービスに係

る給付その他の支援を行う。 
 

障害者及び障害児の福祉の増進を図るとと

もに、障害の有無に関わらず国民が相互に人

格と個性を尊重し安心して暮らすことのでき

る地域社会の実現に寄与する。 

事業の概要 

対象者 
身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、児

童福祉法に規定する者 
対象サービス 

(1)介護給付（居宅介護、重度訪問介護、行動援護、療養介護、生活介護、児童デイサー

ビス、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、共同生活介護） 
(2)訓練等給付（自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助） 
(3)自立支援医療 (4)補装具 (5)サービス利用計画 

区分認定 
介護給付の申請者には市町村審査会の審査判定による障害程度区分認定が必要。 

利用者負担 
サービスに要する費用の１割。負担上限月額は、障害者自立支援法施行令第１７条に規

定する額 
 

事業費概算（千円） 
  

 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 261,094 261,094 261,094 783,282 

内 訳     
 
 

財源見込（千円） 

障害者自立支援給

付事業 

（保健福祉課） 

 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

195,820 195,820 195,820 587,460 

一 般 
財 源 

65,274 65,274 65,274 195,822 

その他     
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事業名 事業の目的 成果目標 

障害児の就学の奨励を図る。 
 

障害者の生活の安定を図る上で必用な事業

であるため、今後も継続して実施していく必

要がある。 
 

事業の概要 
対象者 

保護者が本町に住所を有し、７歳以上 20 歳以下の知的障害児、身体障害児又は精神障害

児で、町外の学校等に通学する者 
支給額 
年額 15,600 円 
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

串本町心身障害児

奨学金支給事業 

（保健福祉課） 
 

 

事業年度 

》 19 20 21 》 

 

 

 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 359 359 359 1,077 

内 訳     
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

359 359 359 1,077 

その他     

    
 

事業名 事業の目的 成果目標 

社会保障の理念に基づき、心身障害児を

監護している者に心身障害児福祉年金を支

給し、その生活の安定及び福祉の増進に寄

与する。 
 

障害者の生活の安定を図る上で必用な事業

であるため、今後も継続して実施していく必

要がある。 
 

事業の概要 
対象者 

本町に居住する身体障害児、知的障害児、精神障害児、特別児童扶養手当を受給する者の

いずれかを監護する者 
支給額 
年額 30,000 円 
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

串本町心身障害児

福祉年金支給事業 

（保健福祉課） 
 

 

事業年度 

》 19 20 21 》 

 

 

 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 1,440 1,440 1,440 4,320 

内 訳     

 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

1,440 1,440 1,440 4,320 

その他     
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事業名 事業の目的 成果目標 

障害児の生活の安定及び福祉の向上を図

る。 

 

障害者の生活の安定を図る上で必用な事業

であるため、今後も継続して実施していく必

要がある。 
 

事業の概要 
対象者 

満20歳以下の知的障害児、身体障害児又は精神障害児。 

支給額 

年額 48,400円（在宅） 

年額 14,600円（在宅以外） 

 
事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

串本町心身障害児

福祉手当支給事業 

（保健福祉課） 
 

 

事業年度 

》 19 20 21 》 

 

 

 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 678 678 678 2,034 

内 訳     
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

678 678 678 2,034 

その他     

    
 

事業名 事業の目的 成果目標 

社会保障の理念に基づき身体障害者等の

生活の安定に寄与する等、福祉の増進を図

る。 

障害者の生活の安定を図る上で必用な事業

であるため、今後も継続して実施していく必

要がある。 
 

事業の概要 
対象者 

本町に住所を有する身体障害者手帳及び精神保健福祉手帳１級の20歳以上の障害者及び

療育手帳所持者で、年額所得10万円未満の者 

支給額 

年額 30,000円 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

串本町身体障害者

等福祉年金支給事

業 

（保健福祉課） 

 
 

事業年度 

》 19 20 21 》 

 

 

 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 10,470 10,470 10,470 31,410 

内 訳     

 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

10,470 10,470 10,470 31,410 

その他     
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事業名 事業の目的 成果目標 

すべての町民が、住み慣れた地域で障害

のある人もない人も、年齢にかかわらず、

人としての尊厳をもって家族や地域の中で

その人らしい自立した生活を送ることがで

きる地域社会の形成が求められている。 

社会福祉法第107条に基づく地域福祉計

画は、地域福祉関連施策の推進と仕組みづ

くりを通して、幅広い町民の主体的な参加

と町民、事業者（社会福祉を目的とする事

業を経営する者）、行政の協働のもとに、自

助・共助・公助が相まって、いきいきとし

て安心して暮らせる、人と人とが支え合う

福祉コミュニティを実現することを目的と

して策定するもの。 

 

県内及び近隣市町村の策定状況を勘案し業

務を進める。 

事業の概要 

地域における生活課題や福祉ニーズを的確に把握し、住民の主体的参加による意見反映

が、計画づくりを進めるために最も必要なことから、公募による町民、ボランティア、ＮＰ

Ｏ、保健、福祉、医療関係者、町民団体などで構成する計画策定懇談会を設置し、本計画を

策定する。 

・策定委員の委嘱 

・策定委員会の開催 

・町民アンケート調査 

・庁内関係課等ヒアリング調査 

・関係団体等インタビュー調査 

・ワークショップの開催 

・計画書の印刷製本 

 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

串本町地域福祉計

画策定事業 

（保健福祉課） 

 

 

 

 

事業年度 

》 19 20 21 》 

 

 

 

 

 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費  3,029 3,029 

内 訳   委員報酬

印刷製本 
 

 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金     

一 般 
財 源   3,029 3,029 

その他     
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事業名 事業の目的 成果目標 

本計画は、障害者自立支援法に基づく障

害福祉サービス等の確保に関する実施計画

として、国の基本指針に基づき平成 23 年度

末における数値目標を設定し、その達成に

向け、平成 18 年度から平成 20 年度までの

３年間を第１期として策定した。 

第２期計画は、第１期計画におけるサー

ビス見込み量等を平成 20 年度末までに見

直し、平成 21 年度から 23 年度までの期間

について定める必要がある。 

 

全てのライフステージにおいて、全人間的

復権を目指すリハビリテーションと、障害者

が健常者と同等に生活し活動する社会を目指

すノーマライゼーションとの二つを基本理念

とし、障害者の自立と社会参加を一層推進す

るため、社会全体のシステムを障害者にとっ

て利用しやすいものに、ひいては全ての人々

にとって利用しやすいものへと変えていく、

バリアフリーの社会を目指す。 

事業の概要 

策定委員の委嘱 

策定委員会の開催 

策定項目の見直し 

１．平成 23 年度の目標数値の設定 

 ２．障害福祉サービスの見込み量及びその確保のための方策 

 ３．地域生活支援事業の見込み量とその考え方 

 ４．障害福祉計画の目標達成に向けて 

 ５．達成状況の点検及び評価 

計画書の印刷製本 

 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

串本町障害福祉計

画策定事業 

（保健福祉課） 

 

 

 

 

事業年度 

》 19 20 21 》 

 

 

 

 

 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 ― ― ― ― 

内 訳     

 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

― ― ― ― 

一 般 
財 源 

― ― ― ― 

その他     

    
 



 - 44 -

 

事業名 事業の目的 成果目標 

障害者及び障害児がその有する能力及び

適正に応じ、自立した日常生活又は社会生

活を営むことができるよう、地域の特性や

利用者の状況に応じた柔軟な事業形態によ

って事業を効率的・効果的に実施すること

により、障害者等の福祉の増進を図るとと

もに、障害の有無に関わらず国民が相互に

人格と個性を尊重し安心して暮らすことの

できる地域社会の実現に寄与する。 

 

障害者自立支援法において、コミュニケー

ション支援事業、移動支援事業等が市町村の

必須事業として位置づけられ、それぞれの障

害者が地域で自立した生活を営むうえで重要

なものであり、地域の特性等に応じて柔軟に

実施していく事業として今後も継続して実施

していく必要がある。 

財源は、人口割と実績割に基づく統合補助

金のため、将来的には補助額が低減すること

が予想される。 

 

事業の概要 

市町村地域生活支援事業 

障害者等、障害児の保護者等からの相談に応ずるとともに、必要な情報の提供等を行う事

業、手話通訳者等の派遣等を行う事業、日常生活用具の給付又は貸与、障害者等の移動を支

援する事業及び障害者等を通わせ創作的活動等の機会の提供を行う事業を必須事業とし、そ

の他市町村の判断により、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業及び社会

福祉法人、公益法人、特定非営利活動法人等の団体が行う同事業に対し補助する事業を行う。

１．相談支援事業 

２．コミュニケーション支援事業 

３．日常生活用具給付等事業 

４．移動支援事業 

５．日中一時支援事業 

 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

地域生活支援事業 

（保健福祉課） 

 

 

 

 

事業年度 

》 19 20 21 》 

 

 

 

 

 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 14,669 14,669 14,669 44,007 

内 訳     

 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

11,001 11,001 11,001 33,003 

一 般 
財 源 

3,668 3,668 3,668 11,004 

その他     
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事業名 事業の目的 成果目標 

重度心身障害者（児）に対し、福祉タク

シーの利用料金の一部を助成することによ

り、重度心身障害者（児）の生活行動範囲

の拡大及び社会参加の促進に寄与し、もっ

て福祉の向上を図ることを目的とする。 
 

高齢者の障害者手帳申請が増加しているた

め、福祉タクシー券の利用者も増加している。

新たな公共交通体制の構築として、コミュニ

ティバスの運行や貸切タクシーなどが検討さ

れているので福祉タクシーについてもあわせ

て検討する必要がある。 
 

事業の概要 

福祉タクシー利用券交付 
対象者 

身体障害者手帳 1 級、2 級または、第 1 種を所持する者。療育手帳Ａ判定の者。精神障害

者保健福祉手帳 1 級を所持する者。 
助成額 

1 枚につき初乗りの基本料金を助成する（年間一人 12 枚） 
利用方法 

1 回の乗車につき利用券 1 枚を渡し、手帳を提示する。本人と他の者との同乗の場合も利

用可能 
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

福祉タクシー事業 

（保健福祉課） 

 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 1,082 1,200 1,200 3,482 

内 訳 

委託料 
1,000 

印刷製

本費   
82 

委託料 
1,100 

印刷製

本費 
100 

委託料 
1,100 

印刷製

本費 
100 

 

 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

1,082 1,200 1,200 3,482 

その他     
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事業名 事業の目的 成果目標 

町内に５箇所（町直営１、民間委託４）

あるへき地保育所は、年々入所園児が減少

し、町直営の和深保育所を除き厳しい運営

を強いられている。町は、へき地保育所国

県補助金が次世代交付金に移行した平成１

７年度以降も同程度の委託料を確保しつ

つ、園児減少に対する補助金等を交付し、

その対応に努めているが、こういった助成

措置を将来にわたり継続することは財政的

にも困難であり、また不適正な園児数では

健全な保育行政の遂行に支障を来し、保護

者の期待に添うことが出来ない。 
したがって、へき地保育所の適正化につ

いては、可及的速やかに取り組むことが大

きな課題となっており、運営母体の地元区

の代表を始め、保護者の代表等で組織する

委員会を設置し、総合的、多角的に検討を

行い、保育所のより良い将来の有り様につ

いて方向付けを行っていく。 
 

特に、園児減少が激しく、厳しい運営が続

く田並・有田・錦富保育所については、統廃

合も選択肢に入れて、次の事項について検討

を重ね、20 年度末までに一定の方向付けを行

いたい。 
＜検討課題＞  
①園児の受入施設について 
（統合新施設の建設、既存町営保育所・幼稚

園での受入） 
②職員の処遇問題について 
③地元調整ほか 
なお、大島保育所については、園児数２０

人程度で推移するため、当分の間は現状維持

出来るものの、今期間内に将来的な方向付け

を行う。 
 

事業の概要 

へき地保育所の運営適正化について、運営母体（区）代表、保護者代表、保育士代表、学

識経験者等で組織する、「へき地保育所運営適正化検討委員会」（仮称）を立ち上げ、検討課

題について諮問し、答申をいただく。 
平成 19 年度 庁内調整会議の開催 
       ・諮問事項、検討委員会設置要綱等の確認  ・委員委嘱の調整 
       ・作業工程の確認（答申まで） 
       「検討委員会」委員委嘱並びに「検討委員会」開催 
平成 20 年度 「検討委員会」開催 
       ・検討課題について答申 
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

へき地保育所運営

適正化検討事業 

（保健福祉課） 

 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 152 228  380 

内 訳     

事業費内訳 

（19 年度）報酬 会長 6,000 円×１名×２回 

（19 年度）報酬 委員 5,000 円×14 名×２回 

（20 年度）報酬 会長 6,000 円×１名×３回 

（19 年度）報酬 委員 5,000 円×14 名×３回 

 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

152 228  380 

その他     
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事業名 事業の目的 成果目標 

要保護児童の早期発見や適切な保護並び

に要保護児童及びその家族への適切な支援

を図る。 
 

各種機関（学校、幼稚園、保育所等の児童

が関係する機関と、児童相談所、警察などの

行政機関、民生委員などの地域住民）が、ネ

ットワークを構成することにより、要保護児

童を早期に発見し、対処することにより、ネ

グレクトや児童虐待を防止する。 
 

事業の概要 

年に一度、関係機関の長が集まった代表者会議で、連絡体制の確認と役割分担等の協議、

情報交換を行う。 
その後は、相談や通告のあった事例について、必要に応じて個別ケース検討会議を行い、

具体的な情報交換や援助方法等について協議する。検討会議には、各関係機関より担当者が

出席して行う。 
事務局は、保健福祉課に置く。 
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

串本町要保護児童

対策地域協議会事

業 

（保健福祉課） 

 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 ― ― ― ― 

内 訳     

 
公務での協議会となるので、委員報酬は設
定していない。 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

― ― ― ― 

一 般 
財 源 

― ― ― ― 

その他     
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事業名 事業の目的 成果目標 

保護者の疾病その他の理由により家庭に

おいて児童を養育することが一時的に困難

となった場合、また夫の暴力等により緊急

一時的に母子を保護することが必要となっ

た場合に、児童福祉施設等において一定期

間、養育・保護することにより、これらの

児童及びその家庭の福祉の向上を図ること

を目的とする。 
 

年度当初に児童福祉施設である新宮市紀南

学園及び田辺市ひまわり寮と委託契約を締結

し、緊急時にも要保護児童等を速やかに保護

できるよう体制を整えておくことが必用であ

る。 
また紀南児童相談所新宮分室と情報の共有

をしておくことが求められる。 

事業の概要 

申請に基づき、町長が必要と認めた場合、あらかじめ町が指定し委託した施設（新宮市：

紀南学園、田辺市：ひまわり寮）及び委託が可能なその他福祉施設において、児童の養育及

び母子の保護をする。 
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

子育て支援短期利

用事業 

（保健福祉課） 

 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 135 135 135 405 

内 訳 委託料 委託料 委託料  

 
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

135 135 135 405 

その他 
交付金

50 
交付金

50 
交付金

50 
150 

    
財源については、交付金化されており、ポイン
トにより交付額が決定するので、財源見込につ
いては目安である。 
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事業名 事業の目的 成果目標 

少子化や核家族化の進行、地域社会の変

化など、子どもや子育てを巡る環境が大き

く変化するなかで、家庭や地域における子

育て機能の低下や子育て中の親の孤独感や

不安感の増大といった問題が生じている。 
このため、子育て支援センターを設置す

ることにより、保育所、幼稚園等に通所せ

ず、在宅で育児をしている親子の交流を促

進したり、育児に関する相談を受けたりす

るなどして、地域の子育て支援機能の充実

を図り、子育ての不安感等を緩和すること

を目的とする。 
 

利用者を増やし、より多くの子育て世帯（特

に母親）の孤独感、不安感を緩和することに

より、ネグレクトや虐待等を未然に防止する。 
22 年度以降については、現在実施している

「センター型（小規模実施施設）」の補助金が

なくなるので、ひろば型（固定した実施場所

が必要で、職員も２名必要）に移行するため

の、準備を進めていく必要がある。 
 

事業の概要 

社会福祉法人上野山保育所に事業委託して行う。 
 
・育児不安等についての相談指導 
・電話相談・面接相談・子育て通信の発行（月１回） 
・子育て支援 
・サロンの開設（親同士の交流、子育て学級、親子遊びの提供など） 
・子育て講演会の開催 
 
上記について、保健センター、古座児童館などを会場に、週５日開催。 

 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

串本町子育て支援

センター事業 

（保健福祉課） 

 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 2,513 2,576 2,576 7,665 

内 訳 委託料 委託料 委託料  

 
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

837 858 858 2,553 

一 般 
財 源 

837 858 858 2,553 

その他 839 860 860 2,559 
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事業名 事業の目的 成果目標 

保護者が就労、病気その他の理由で下校

時の児童を保育できない世帯を対象に学童

保育を開設し、児童の健全育成を図る。 
 

学童保育を開設することにより、保護者の

就労促進と児童の健全育成に寄与している。 

事業の概要 

対象者  小学生のうち放課後家庭で保育を受けることができない１年生から３年生 
 
開設場所 串本学童保育所・・・町立串本小学校内 
     古座学童保育所・・・古座児童館 
 
開設時間 平日は下校時から午後５時 30 分 
     土曜日、春夏冬休みは、午前８時 30 分から午後５時 30 分 
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

学童保育事業 

（保健福祉課） 

 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 7,810 9,157 9,157 26,124 

内 訳 委託料 委託料 委託料  
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

2,410 2,868 2,868 8,146 

一 般 
財 源 

2,860 3,385 3,121 9,366 

その他 2,540 2,904 3,168 8,612 
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■保健 

 

事業名 事業の目的 成果目標 

伝染のおそれのある疾病の発生及びまん

延を予防するために、予防接種を行い、公

衆衛生の向上を目指す。 
 

今年度より接種率の向上を図るため、和歌

山県広域予防接種へ参加した。 
定期予防接種期間内に接種を実施していく

ことが出来るように予防接種の必要性・効果

等の啓発を行い接種率の向上を図る。 
 

事業の概要 

乳幼児、児童、生徒を対象に予防接種法に基づき集団接種、ハイリスク該当者については、

国保古座川病院小児科等で接種を行う。 
高齢者（65 歳以上）を対象として県内外の主治医によりインフルエンザ予防接種を行う。 
  
平成 20 年度より５年間、麻しん風しん予防接種を中学１年、高校３年生に対して実施開

始となる。実施体制等の整備を学校等と連携をはかり実施を行い、接種率の安定をはかる。 
 
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

予防接種事業 

（保健福祉課） 

 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 23,814 27,990 27,457 79,261 

内 訳     
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

23,814 27,990 27,457 79,261 

その他     
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事業名 事業の目的 成果目標 

安心で健康的な妊娠・出産の確保のため、

保健指導等の充実と妊婦健康診査の体制整

備。 
安心して子育てができるよう、育児に関

する正しい情報の提供や各種乳幼児健康診

査・保健指導（訪問指導も含む）及び相談

事業の充実・強化。 
 

乳児に対する全戸訪問指導（４カ月健診受

診までに） 
各種乳幼児健康診査後のフォローアップ体

制の充実（訪問指導や発達相談教室への継続

等） 
幼稚園・保育所との連携強化（各幼稚園・

保育所への定期的な訪問） 
 

事業の概要 

・マタニティー教室｛前期・後期（各４回／年）｝ 
・妊婦一般健康診査（初回・２回目）の補助事業 
・第３子以降の出産にかかる妊婦健康診査費助成事業（19 年度～） 
・一般不妊治療費助成事業（19 年度～） 
・各種乳幼児健康診査事業（４カ月児・６カ月児） 

１歳６カ月児・２歳６カ月児（１回／月） 
10 カ月～１歳児・３歳６カ月児（１回／２カ月） 

・親子教室｛ちびっこ・ひよこひろば（各１回／月）｝ 
・保健所と協働での親子教室（発達・発育が気にかかる児と保護者対象 １回／月） 
・離乳食教室（３回／年） 
・乳児訪問指導事業 
・発達相談指導事業 
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

母子保健事業 

（保健福祉課） 

 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 8,573 8,979 8,979 26,531 

内 訳     
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

1,267 1,470 1,470 4,207 

一 般 
財 源 

7,306 7,509 7,509 22,324 

その他     

    
 



 - 53 -

 
事業名 事業の目的 成果目標 

一次予防に主眼をおいた取り組み。 
生活習慣病を予防するとともに、健康の

維持、増進を図るための健康診査、健康相

談、健康教育、訪問指導等保健事業の充実

に努める。 
また、充実した高齢期を過ごすために、

高齢者の生活機能の低下を未然に防止し、

生活機能を維持、向上させるために介護予

防事業を行う。 
 

現在行っている基本検診は、19 年度で終了

する。但し、がん検診については、引き続き

実施する。 
受診率の向上を図ること。特に、胃検診の

受診率 20％を目標とする。 
健康手帳の活用について、特定健診・保健

指導やがん検診等の健康増進法に基づく事業

について活用されるように、適切な機会をと

らえ必要な指導を伝えながら交付する。 
健康管理システムについて、健康増進法に

基づく健（検）診・健康相談・健康教育等の

保健事業の啓発に対して活用し、検診等を実

施する関係機関との連携に於いて、また今後

は健康増進事業の精度管理及び評価等につな

げていき検診データの把握に努める。 
 

事業の概要 

老人保健法に基づく医療以外の保健事業（基本健診）は、19 年度で終了する。がん検診

については、引き続き受診率の向上を目指す。個別検診を勧めていく。 
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

健康保健事業 

（保健福祉課） 

 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 43,820 22,596 22,596 89,012 

内 訳     
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

11,650   11,650 

一 般 
財 源 

29,885 22,596 22,596 75,077 

その他 2,285   2,285 
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■国民健康保険・老人保健 

 

事業名 事業の目的 成果目標 

債権管理を適正に行い、必要な税収を確

保することは、財政状況の良し悪しにかか

わらず、町民間の公平性を確保し町政への

信頼を高めていくために不可欠である。 
 社会・経済情勢の変化やそれに伴う町民

の生活状況の変化は、収納率に変動をもた

らす大きな要因となる。 
 主管課では滞納者対策や法令に準拠した

滞納処分などを実施しているが、収納率向

上のため取り組みを更に強化していく必要

がある。 
 

主管課及び担当職員が共通な認識のもとに

連携し、収納未済金の収納強化を図るため、

債権管理に関する町の基本的な取り組みの姿

勢や仕組みを、条例により町民に提示してい

く必要がある。 
 

事業の概要 

徴収部門担当を４名体制とし、滞納世帯には接触の機会を図るため短期被保険者証を活用

するとともに、負担の公平を図るため事務取扱要綱に基づき資格証明書を適正に運用する。

事前に訪問通知を各戸送付、高額滞納者については事前に預金調査等を行い徴収指導、１組

２名体制による休日徴収や夜間徴収を実施する。また広報誌への納期掲載により住民への納

期内納付の啓発に努める。 
国保財政基盤は高齢化、低所得化により年々脆弱となってきており、保険制度を維持する

ためにも収納率向上対策を積極的に行っていく必要がある。悪質な滞納者については、和歌

山地方税回収機構への移管も検討し対応する。 
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

収納率向上対策事

業 

（住民課） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 ― ― ― ― 

内 訳     
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

― ― ― ― 

一 般 
財 源 

― ― ― ― 

その他     
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事業名 事業の目的 成果目標 

医療サービスを経済的に支えているのが

医療保険である。急速な少子高齢化の進展

の中で、医療保健制度を将来にわたり持続

可能なものとするためには医療費の過大・

不必要な伸びを招かぬよう個人負担と国保

財政とが均衡が取れるよう医療費適正化の

推進を図る必要がある。 
保険給付に要する費用の支出の適正を期

し、財政の健全化を図るため、 
①医療費通知 
②診療報酬明細書の点検 

を重点的に実施する。 
 

実施に当たっては職員の適性配置等の事務

処理体制の整備を効率的かつ能率的に行う。

点検後の処理は、過誤調整・受診者指導等、

適切な処置を行う。また被保険者及び被扶養

者に係る個人情報については漏洩しないよう

徹底を図る。 
 

事業の概要 

職員等の資質向上を図ることを目的にレセプト点検の研修会等への参加をする。 
県制度を利用し、レセプトの整理及び単月点検を行うため臨時職員を雇用、専門業者には

複数月のレセプトの内容及び固定点数、縦計横計の点検、疾病に関する診療行為の適否につ

いての意見、点検調査後のレセプト過誤調整理由の表示、点検調査結果集計を委託、また原

審どおりとなるレセプトの内容について、審査機関からの事例を業者に報告し、事業の効率

化を指導する。 
国保連合会より供される名簿等により頻回受診者の抽出を行い、健康相談・指導等の実施

に努める。 
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

医療費適正化対策

事業 

（住民課） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 4,618 4,618 4,618 13,854 

内 訳     
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

4,618 2,820 2,820 10,258 

一 般 
財 源 

 1,798 1,798 3,596 

その他     
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事業名 事業の目的 成果目標 

生活習慣病の有病者や予備群は年々増加

しており、いまや国民医療費の約３割を生

活習慣病が占めている。健康寿命を延ばす

ためには、日頃から健康状態をチェックし、

運動習慣やバランスの取れた食生活、禁煙

を心がける等、一人ひとりの生活習慣病予

防の努力と積極的な対策が不可欠である。 
 

このような状況に対応するため、医療費抑

制の方策の一つとして、メタボリックシンド

ロームの概念が導入され、生活習慣病を中心

とした疫病予防を重視することとし、医療保

険者に対し糖尿病等の生活習慣病に関する健

康診査及び健康診査の結果により、健康の保

持に努める必要がある者に対する保健指導を

実施することが義務づけられた。健診受診者

にとって、生活習慣と健診結果、疾病発症と

の関係が理解しやすく、生活習慣の改善に向

けての明確な動機づけができるようにとの考

え方である。 
 

事業の概要 

高齢者の医療の確保に関する法律の規定により、平成 19 年度中に策定する「特定健康診

査等実施計画」に基づき、平成 20 年度より５年を１期として糖尿病等の生活習慣病の発症

や重症化を予防することを目的とし、有病者・予備群を減少させるための特定保健指導を必

要とする者を抽出するために健診を行う。 
 特定健診・特定保健指導について、国が示す参酌標準（目標値）が達成できなかった場合

は、平成 25 年度より後期高齢者医療支援金の加算減算が保険者に課されるため、有効的な

実施方法の検討や体制づくりに努める。 
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

保健対策事業 

（住民課） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 ― ― ― ― 

内 訳     
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

― ― ― ― 

一 般 
財 源 

― ― ― ― 

その他     
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■公営住宅 

 

事業名 事業の目的 成果目標 

老朽化した二色公営住宅を建替る事によ

り、居住環境の改善及び、海に近い住宅で

あることから地震による津波被害が予想さ

れるため、住宅に一時避難所的な機能を果

たせるよう整備し、定住促進に向けた町の

活性化を図る。 
 

１棟 21 戸 新築 
４棟 20 戸 取壊 
 

事業の概要 

平成 18 年度 建設予定地等検討 
平成 19 年度 建設予定地購入 
平成 20 年度 建設予定地造成 
平成 21 年度 住宅 21 戸新築・旧住宅 20 戸取壊 

 
事業費概算（千円） 

  
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 42,634 118,847 444,080 605,561 

内 訳     

 
 

財源見込（千円） 

二色公営住宅建替

事業 

（総合業務課） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

15,236 40,304 144,363 199,903 

一 般 
財 源 

8,998 843 83,217 93,058 

その他 18,400 77,700 216,500 312,600 
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事業名 事業の目的 成果目標 

老朽化した有田大山公営住宅を建替る事

により、居住環境の改善を行い、定住促進

に向けた町の活性化を図る。 
 

住宅 10 戸 建替 
 
 

事業の概要 

平成 20 年度 住宅用地購入及び整地 
 平成 21 年度 住宅 10 戸建替・旧住宅 10 戸取壊 

 
事業費概算（千円） 

  
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費  25,484 183,904 209,388 

内 訳     

 
 

財源見込（千円） 

有田大山公営住宅

建替事業 

（総合業務課） 

 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

 10,170 56,537 66,707 

一 般 
財 源 

 114 42,567 42,681 

その他  15,200 84,800 100,000 
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■公共交通 

 
事業名 事業の目的 成果目標 

町内の路線バスはいずれの路線も赤字路

線で、国庫補助路線の潮岬線以外は欠損額

を町が補助しており、その額は年々増加の

一途をたどっている。また潮岬線について

も、平成 18 年度の高額補助金交付路線に

選定され、事業者と町による収支改善計画

の策定とその実施が求められている。 
このような現状から、地域の実情に応じ

た公共交通体制の再構築が必要不可欠とな

っており、今後の公共交通のあり方や、誰

もが円滑に移動できる環境づくりなどにつ

いて検討を行い、総合的な交通計画を策定

する。 
 

最大の課題である路線バスの問題につい

て、現行の欠損金補助を継続するのか、コミ

ュニティバス運行などの新たな公共交通体制

を構築するのか、21 年度末までに方向性を確

立させる。またバス路線の運行ルートについ

ても、新病院を中心にしたルートの構築など

地域のニーズに合わせた路線変更を検討し、

素案を完成させる。 
その他、駅からもバス路線からも遠い地域

（公共交通空白地域）に対する施策（貸切タ

クシーなど）の今後の展開についても併せて

計画に盛り込む。  
 

事業の概要 

今後の公共交通のあり方を検討するため、総合的な交通計画を策定する。必要に応じ、

バス・タクシー事業者、バス・タクシー協会、住民代表、近畿運輸局長、道路管理者、県

警察、学識経験者などを構成員とする地域公共交通会議を設置し、協議を行う。 
 
平成 19 年度 庁内検討委員会の開催、先進地視察 
平成 20 年度 基礎調査、総合交通計画の策定作業 
平成 21 年度 総合交通計画を策定、公開 
 

事業費概算（千円） 
  

 19年度 20年度 21年度 合計 
事業費 100 1,500  1,600 

内 訳 先進地視察旅費   100 
計画作成業務委託料 

1,500 
  

 
 

財源見込（千円） 

総合交通計画策定 

事業 

（総務課） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

100 1,500  1,600 

その他     
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事業名 事業の目的 成果目標 

路線バス等の公共交通手段のない地域

（公共交通空白地域）に住む人々の交通手

段の確保を目的とする。 
現在、里川地区（路線バス廃止区間にお

ける代替交通手段）と須江地区（路線バス

に接続するための交通手段）の２ヶ所で運

行を行っている。 
 

地域住民の利便性を考慮した運行を行い、

安定した利用者数を維持する。 
利用者の声や利用状況に注意を払いなが

ら、適切な規模の交通体系を構築する。 
 

事業の概要 

運行場所 
里川地区（里川集会所～和深駅） 
須江地区（須江漁業協同組合前～峰地バス停） 

運行日 
火曜日・金曜日の週２日（祝祭日の場合は翌日運行） 

運行回数 
１日１往復 

利用料 
里川地区 1 回 300 円、須江地区１回 100 円 

 
事業費概算（千円） 

  
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 2,375 2,375 2,375 7,125 

内 訳 

里川貸し切りタクシー

委託料     1,583 
須江貸し切りタクシー

委託料        792 

里川貸し切りタクシー

委託料     1,583 
須江貸し切りタクシー

委託料        792 

里川貸し切りタクシー

委託料     1,583 
須江貸し切りタクシー

委託料        792 

 

 
 

財源見込（千円） 

貸し切りタクシー

事業 

（総務課） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

2,275 2,275 2,275 6,825 

その他 利用料収入   100 利用料収入   100 利用料収入   100 300 
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■交通安全・防犯 
 

事業名 事業の目的 成果目標 

交通事故件数、死傷者数等を減少させる

ために、必要な啓発活動を行う。 
 

交通安全・防犯事業の成果・数値目標は難

しいものであるが、交通事故の件数について

は、対前年数値の減少を目標にして事業を展

開していく。 
 

事業の概要 

春・秋等交通安全の啓発活動を実施する。 
 
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

交通安全運動啓発

事業 

（防災対策課） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

  
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 108 108 108 324 

内 訳     

 
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

108 108 108 324 

その他     

    
 

事業名 事業の目的 成果目標 

次代を担う乳幼児の交通安全対策及び子

育て支援対策として、チャイルドシートの

購入費の一部を補助する。 
 

交通安全・防犯事業の成果・数値目標は難

しいものであるが、交通事故の件数について

は、対前年数値の減少を目標にして事業を展

開していく。 
 

事業の概要 

チャイルドシート購入費の半額補助（上限１万円） 
 
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

チャイルドシート

購入補助事業 

（防災対策課） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

  
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 300 300 300 900 

内 訳     

 
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

300 300 300 900 

その他     
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事業名 事業の目的 成果目標 

犯罪の発生防止に役立つ防犯灯の新規設

置・修繕・電気代に対し補助を行う。 
交通安全・防犯事業の成果・数値目標は難

しいものであるが、犯罪率についても同様に、

対前年数値の減少を目標にして事業を展開し

ていく。 
 

事業の概要 

各区の防犯灯設置、修繕費の半額補助 
各区の街灯電気代の半額補助 

 
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

防犯灯設置、修繕 

補助及び町内各区

街灯電気代補助事

業 

（防災対策課） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》    
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 4,851 4,900 4,950 14,701 

内 訳 

設置等

補助 
1,148 

電気代

補助 
3,703 

設置等

補助 
1,170 

電気代

補助 
3,730 

設置等

補助 
1,200 

電気代

補助 
3,750 

設置等

補助 
3,518 

電気代

補助 
11,183 

 
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

4,851 4,900 4,950 14,701 

その他     

    

 
事業名 事業の目的 成果目標 

交通安全確保のため、見通しが悪い町内

各地の道路にカーブミラーを設置する。ま

た老朽化したカーブミラーの取替えを併せ

て行う。 

交通安全・防犯事業の成果・数値目標は難

しいものであるが、交通事故の件数について

は、対前年数値の減少を目標にして事業を展

開していく。 
 

事業の概要 

町内の危険な箇所にカーブミラーを新設したり、古いカーブミラーの修繕を行う。また、

転落の危険性がある箇所についても、順次ガードレール等の整備を行い、交通の安全を図

る。 
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

カーブミラー設置、

修繕及び防護柵設

置事業 

（建設課） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

  
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 2,000 2,000 2,000 6,000 

内 訳     

 
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

2,000 2,000 2,000 6,000 

その他     
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事業名 事業の目的 成果目標 

青少年の非行・犯罪件数の減少を目指し、

和歌山県では、県内 30 箇所（19 年度～21
年度 各年度 10 箇所）のコンビニや商店

等の駐車場の一部を借り、巡回パトロール

をしていただく方の備品を入れる倉庫を設

置する。 
 

交通安全・防犯事業の成果・数値目標は難

しいものであるが、犯罪率についても同様に、

対前年数値の減少を目標にして事業を展開し

ていく。 

事業の概要 

串本町では 20 年度にステーションを設置（最低でも１箇所）することとなっており、こ

のステーションを利用した巡回パトロールを実施し、青少年の非行防止及び犯罪防止のた

めの活動を行っていく。 
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

安全・安心まちづ 

くりステーション

整備事業 

（防災対策課） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

  
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費  200  200 

内 訳     

 
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

 100  100 

一 般 
財 源 

 100  100 

その他     
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Ⅲ．人を育てる町づくり 

 

■学校教育 

 
事業名 事業の目的 成果目標 

園児数が減少傾向にある中、幼児期から

「生きる力」の基礎を育成するため地域社

会や家庭の多様な要望に対応しつつ、就学

前の幼児がその段階に応じた教育を適切に

受けられるようにするため、保育所及び幼

稚園、小学校との連携を進めるなど就学前

教育の充実に努める。 

平成 23 年度を目途に旧串本町地区でセン

ター方式の給食を開始する。 
保育所からの３歳到達による異動の奨励によ

る幼児教育の振興とともに、認定子ども園の

制度をにらみ、就学前の幼児のいる家庭への

意識アンケートを実施し、町民の要望に適し

た就学前児童施設の形態を決定する。 
福祉関係部署との連絡を密にするととも

に、核家族化の進む現在の若い家庭の子育て

に伴う様々な悩みに対応する「子育て相談係」

を各幼稚園に設定し、「子育て相談係」と教育

委員会、福祉関係部署が一体となって子育て

を支援できる体制を整備する。 
 

事業の概要 

認定子ども園の制度を含めた家庭のニーズを把握するため、就学前児童のいる家庭全て

に対してアンケート調査を実施する。 
アンケート集計後、町民の要望する就学前児童施設の形態について教育委員会及び保健

福祉課、西向保育所及び幼稚園、串本保育所及び幼稚園の間で連携を深め、認定子ども園

設置を含めた協議を深める。 
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

幼児教育環境整備

事業 

（学校教育課） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

  
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費  115  115 

内 訳  

印刷 
25 

通信 
900 

  

 
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

 115  115 

その他     
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事業名 事業の目的 成果目標 

子どもたちにとってよりよい教育環境を

考える中で、適正規模の学校づくりを推進

し、複式学級の解消に取り組む。 
 

和深・田並・有田小学校は平成 20 年度に

統合する。 
錦富・串本・出雲・橋杭小学校は平成 23

年度を目途に統合する。 
養春・西向小は平成 23 年度を目途に統合

する。 
田原・古座小学校は平成 23 年度を目途に

統合する。 
串本・大島中学校は平成 23 年度を目途に

統合する。 
田原・西向中学校及び古座中学校は平成 23

年度を目途に統合する。 
 

事業の概要 

教育環境整備審議会を立ち上げ、適正規模の学校づくりの具体的な答申を出している。

（18 年度）統廃合の予定されている学区の保護者及び就学前児童の保護者より、統廃合に

関するアンケートをとり、また各地区で説明会を開催し、地域住民の理解と同意を得なが

ら、学校統廃合を慎重に推進する。 
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

小中学校統廃合の

検討推進事業 

（学校教育課） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

  
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 29,960   29,960 

内 訳 

バス 
12,976 
工事 
14,404 
その他 
2,580 

   

 
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

8,504   8,504 

一 般 
財 源 

15,856   15,856 

その他 5,600   5,600 
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事業名 事業の目的 成果目標 

情報化教育設備（コンピュータ）につい

ては、老朽化のすすむ学校が多い。児童生

徒数や学校統廃合の推移にあわせ、効果的

に設備の更新を行う。 

平成 19 年度末に統廃合する和深・田並・

有田小学校の児童用コンピュータを整備す

る。その後、串本小学校・大島小学校・潮岬

小学校のコンピュータを整備する。 
 

事業の概要 

和深・田並・有田小学校の 3 校の統合にあわせ、串本西小学校の児童用コンピュータ 20
台を整備する。 
その後、コンピュータの老朽化が目立つ学校のうち、串本小学校（33 台）、大島小学校（16

台）、潮岬中学校（33 台）を更新する。 
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

情報化教育設備整

備事業 

（学校教育課） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

  
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 3,509   3,509 

内 訳 
備品 
3,509 

   

 
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

3,509   3,509 

その他     
 

 
事業名 事業の目的 成果目標 

学校給食の実施 平成 23 年度を目途に旧串本町地区でセン

ター方式の給食を開始する。 
 

事業の概要 

平成 18 年度、串本町学校給食検討委員会より、全ての旧串本町地区内小学校へ給食を供

給する給食センターを設置する旨の報告が出された。これに基づき、給食センター設置の

ための用地選定、設計、建設を 22 年度末までに終える。 
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

学校給食実施事業 

（学校教育課） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

  
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費   12,440 12,440 

内 訳   
設計 
12,440 

 

 
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

  740 740 

その他   10,700 10,700 

※設計費は、平成 22 年度国庫支出金で収入
の予定 
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事業名 事業の目的 成果目標 

少子高齢化、核家族化がすすむ中、各地

域で受け継がれてきた文化、伝統の継承が

困難になりつつある。地域との結びつきを

強め、各学校において地域との交流を活発

に行い、次世代を担う子供たちに地域が育

んできた文化を根付かせることを目的とす

る。 
 

平成 19 年度まで実施してきた「豊かな体

験活動推進事業」で築いた地域との連携事業

を継続する。 
 

事業の概要 

各学校の地域性にあった事業を、各学校の創意工夫のもとで展開する。 
例：伝統文化（各地域の祭りなど）への児童生徒の参加・高齢者とのふれあい・食文化

等の継承など 
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

世代間交流推進事

業 

（学校教育課） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

  
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費  850 850 1,700 

内 訳  
委託料 

850 
委託料 

850 
 

 
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

 850 850 1,700 

その他     
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■生涯教育 
 

事業名 事業の目的 成果目標 

ビキニ環礁の水爆実験で被曝した第 5 福

竜丸の歴史を後世に伝えるとともに「非

核・平和の町」宣言の町として核兵器廃絶

や平和への願いを呼びかける啓発活動・平

和学習に取り組む。 
 

第 5 福竜丸被曝の歴史を風化させず核兵器

廃絶や平和への啓発、学習活動に取り組む。 
 

事業の概要 

文化センターの展示ホール、ホワイエを利用し、当町で収集されている第 5 福竜丸の関

係資料の展示等を行う。 
今後は、町民総合展開催時に第５福竜丸コーナーを設け、関係資料の展示を行うなど継

続的な啓発活動・平和学習の推進を図る。 
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

ビキニ事件と第 5 

福竜丸歴史展事業 

（生涯学習課） 

 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

  
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 ― ― ― ― 

内 訳     
 
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

― ― ― ― 

一 般 
財 源 

― ― ― ― 

その他     
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事業名 事業の目的 成果目標 

小学校に在籍する児童の保護者を対象と

して同和問題、女性、子ども、高齢者、障

害者などの人権に関わる問題について学習

を実施し、様々な人権問題に対する理解と

認識を深める。 
 

学級、ＰＴＡ等との連携を図り学校地域の

実情に即した効果的な運営を図る。 

 

事業の概要 

人権問題に対する理解を深め、人権意識の向上、啓発を図るため、講演会、講座、学級

を開催する。 
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

保護者学級開設事

業 

（生涯学習課） 

 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

  
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 520 330 330 1,180 

内 訳     
 
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

260 165 165 590 

一 般 
財 源 

260 165 165 590 

その他     

    
 

事業名 事業の目的 成果目標 

成人を対象に学習機会を提供するため、

社会的、地域的課題に対応した学習の展開

を図る。 
 

家庭生活や教育に関すること、人間の尊厳

や基本的人権に係る学習の推進を図る。 

 

 
事業の概要 

公民館支館活動の一環として、一般成人を対象に講座を 5 回（10 時間）以上開設する。

学習内容は支館毎に計画し実施する。人権に関する講座は 2 時間以上開設する。 
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

成人教育講座開設

事業 

（生涯学習課） 

 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  
  

 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 210 240 210 660 

内 訳     

 
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

210 240 210 660 

その他     
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事業名 事業の目的 成果目標 

地域（小学校区）で子ども会を組織し、

学校、家庭、地域の各種団体等が地域子ど

も会活動を通して、子供の健全育成を図る。 
 

地域子ども会活動を通して地域の教育力向

上及び活性化を図るとともに子供達の安全を

守るため、地域住民と協力して見守り活動を

実施する。 
 

事業の概要 

地域の各種団体（P.T.A、公民館支館、区、老人クラブ、婦人会、青年会等）と連携を深

め地域子ども会活動を実施する。 
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

子ども会健全育成

事業 

（生涯学習課） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

  
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 1,186 1,184 1,100 3,470 

内 訳     

 
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

1,186 1,184 1,100 3,470 

その他     

    
 

事業名 事業の目的 成果目標 

小学校の総合的な放課後対策として、地

域の方々の参画を得て、子ども達と共に勉

強やスポーツ、文化活動、地域住民活動等

の取り組みを推進する。 
 

放課後等における地域の子ども達の安全、

安心な活動拠点（居場所）を確保し、地域の

様々な大人の参画を得て実施する様々な体

験、交流活動に加えて、学ぶ意欲がある子ど

も達に学習機会を提供する。 
 

事業の概要 

放課後に「安全管理員」とボランティアが待機し、スポーツや文化活動、地域文化との

交流活動に取り組み退職教員等を「学習アドバイザー」として補習などを行う。 
 
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

放課後子供教室推

進事業 

（生涯学習課） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

  
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 1,783 2,871 2,871 7,525 

内 訳     

 
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

1,188 1,914 1,914 5,016 

一 般 
財 源 

595 957 957 2,509 

その他     
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事業名 事業の目的 成果目標 

芸術・文化活動は、多くの人々に感動を

与えるとともに、人間性を高めるものであ

るということを踏まえ、地域に根ざした文

化の創造を推進し、人々が等しく芸術を鑑

賞できる機会を提供する。 
 

町民が日頃触れることの出来ない質の高い

芸術に親しむ機会を提供する。 

 

事業の概要 

串本町文化センターを有効活用し、音楽、演劇、ミュージカル、伝統芸能（舞踊、能楽、

落語、漫才等）の公演を行う。 
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

文化自主事業公演

事業 

（生涯学習課） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

  
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 2,000 800 2,000 4,800 

内 訳     

 
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

2,000 800 2,000 4,800 

その他     

    
 

事業名 事業の目的 成果目標 

町民が一同に会し、運動会を通して、相

互の親睦と交流を図り、楽しい 1 日を過ご

していただく。 
 

運動会に参加することにより、スポーツレ

クリエーションへの参加機会を提供し、健康

保持、体力の増進を図る。 

事業の概要 

町民を対象にレクリエーション方式で運動会を実施する。種目には地区対抗競技も取り

入れ、運動会の盛り上げを図る。 

 
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

町民大運動会事業 

（生涯学習課） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

  
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 1,150 1,150 1,150 3,450 

内 訳     

 
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

1,150 1,150 1,150 3,450 

その他     
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事業名 事業の目的 成果目標 

スポーツを通しての町づくり事業とし

て、グラウンド・ゴルフ大会開催により町

の活性化を図り、経済効果を伴うスポーツ

イベントとして定着させる。 
 

グラウンド・ゴルフを通して互いの親睦と

交流を深め、楽しむスポーツの普及振興に努

める。 

事業の概要 

サン・ナンタンランド（串本町総合運動公園）イベント広場、野球場、多目的グラウン

ドを利用し、グラウンド・ゴルフ大会を実施する。 
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

本州最南端串本グ

ラウンド・ゴルフ 

交歓大会事業 

（生涯学習課） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》    
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 1,200 1,200 1,200 3,600 

内 訳     

 
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

1,200 1,200 1,200 3,600 

その他     

    
 

事業名 事業の目的 成果目標 

串本町の自然の豊かさと南国の暖かさを

体感し、地域間交流の推進及び健康増進を

図る。 
 

県内外より野球を愛する中高年者を招き、

野球を通じ本州最南端串本をＰＲする。 
 

事業の概要 

県内外 16 チームの参加を得て、４会場に分かれ、野球大会を実施する。 
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

本州最南端寿野球

大会事業 

（生涯学習課） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》    
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 300 300 300 900 

内 訳     

 
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

300 300 300 900 

その他     
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事業名 事業の目的 成果目標 

県下の少年野球チームの参加を得て、野

球を通して相互の親睦と交流を深め、技術

の向上を目指し、スポーツクラブの育成を

図る。 
 

県下８支部より 16 チームの参加を得て野

球大会を通じ、学童野球の普及推進を図る。 
 

事業の概要 

県下８支部代表 16 チームの参加により４会場で野球大会を実施する。 

 
事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

本州最南端串本黒

潮学童野球大会事

業 

（生涯学習課） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  
  

 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 310 450 450 1,210 

内 訳     

 
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

310 450 450 1,210 

その他     

    
 

事業名 事業の目的 成果目標 

多世代、多志向、多種目により、いつで

も・どこでも・だれでも・いつまでも、ス

ポーツに親しむことができるような環境を

地域住民が自らの力でつくり、育てていく

ことが出来るよう支援する。 
 

総合型地域スポーツクラブについての啓発

活動を行い、地域住民への周知を行い、地域

住民による設立にむけた取組を支援する。 
 

事業の概要 

総合型地域スポーツクラブに関する説明会等啓発活動を行い、地域住民への周知を図り、

当町でのクラブ設立について検証し、必要に応じ日本体育協会への申請手続き等の支援を

行う。 
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

総合型地域スポー

ツクラブ事業 

（生涯学習課） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

  
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 ― ― ― ― 

内 訳     

 
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

― ― ― ― 

一 般 
財 源 

― ― ― ― 

その他     
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事業名 事業の目的 成果目標 

読み聞かせ会を通し、子ども達が本に親

しみ豊かな心を育てる活動の推進を図る。 
 

読み聞かせ会を行うことで 1 人でも多くの

子ども達が本に親しみ豊かな心を育む活動を

行う。 
 

事業の概要 

図書館において毎月 1 度読み聞かせ会を行い、子ども達が本に親しみ豊かな心を育む手

助けを行う。 
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

読み聞かせ会事業 

（生涯学習課） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

  
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 216 216 216 648 

内 訳     

 
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金     
一 般 
財 源 

216 216 216 648 

その他     

    
 

事業名 事業の目的 成果目標 

町内に残る貴重な文化財の発掘を行いそ

の適正な保存活用を推進するための指定活

動を行う。 
 

熊野古道大辺路街道等を文化財指定候補地

として調査研究を行い、順次指定する。 
郷土文化財の教材としての活用や観光客等

への周知・公開を図る。 
 

事業の概要 

熊野古道・大辺路街道（串本町和深雨島から田原間）において文化財の指定候補地の調

査研究を行い、町文化財として指定を行う。 
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

町文化財指定事業 

（生涯学習課） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

  
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 273 427 240 940 

内 訳     

 
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

273 427 240 940 

その他     
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■国際交流 

 
事業名 事業の目的 成果目標 

当町の国際交流は、トルコ共和国、米国

姉妹都市との交流を中心に多岐に渡ってい

るが、住民の意識は全般的に低い。この最

大の要因は、住民が国際交流事業に直接関

与する度合が低く、国際交流に対する意識

の高まりを阻害していることであると考え

られる。 
こういった実態を是正するためには、従

来の姉妹都市及び各関係機関との交流事業

の実施、連絡調整業務に並行し、内へ向か

う施策の展開が必要となる。 
 

外向き内向きの多様且つ柔軟な事業展開を

実施する。 
交流・交流実務の不継続性を回避させるた

め、複数人によるシステムとしての業務を確

立させる。 
住民の生活の中に国際交流を根付かせ、参

加意欲を高め、我が町の歴史特性である海外

との交流についての認識を深化させる。 

事業の概要 

・オープン参加形式の事業形態の研究・実施 
・管内義務教育諸学校での啓発活動 
・観光資源としての活用 
・経済・産業面での交流の研究、相談業務（グローカル） 
・海外留学窓口 
・在日外国人の支援及び地域との交流環境の整備 
・串本町ホームページ、観光資料等の多言語化 
・資料の収集、整理 
・交流事業を活用した職員研修制度の創設 
・町内関係諸団体と海外都市との仲介 

 
事業費概算（千円） 

  
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 ― ― ― ― 

内 訳     

 
 

財源見込（千円） 

国際交流事業 

（総務課） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

― ― ― ― 

一 般 
財 源 

― ― ― ― 

その他     
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Ⅳ．働く喜びのある町づくり 

 

■農業 

 
事業名 事業の目的 成果目標 

農業の担い手の減少や高齢化の進行と、

遊休・耕作放棄地の増加を防止するため、

農業経営、生活基盤となる農業用施設を整

備促進し、農業の担い手の確保と農業の活

性化を図る。 
 

 

事業の概要 

平成 18 年度 
平成 19 年度  
平成 20 年度   
 
平成 21 年度 
 
 
平成 22 年度以降 

伊串地区農道整備事業 
伊串地区農道整備事業 大島農道整備事業 
伊串地区農道整備事業 大島農道整備工事 
二色地区灌漑排水整備事業 佐部地区灌漑排水整備事業  
伊串地区農道整備事業 くじの川地区灌漑排水整備事業 
和深地区農道整備事業 稲村農道整備事業 
農道西ノ本線整備事業 
伊串地区農道整備事業 稲村農道整備事業 
東谷池整備事業 
  

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

農道・灌漑排水整備

事業 

（商工農林課） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 10,000 9,000 21,000 40,000 

内 訳     
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

3,000 2,700 6,300 12,000 

一 般 
財 源 

400 400 800 1,600 

その他 6,600 5,900 13,900 26,400 
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事業名 事業の目的 成果目標 

農地の利用 
遊休農地の解消・活用 
担い手の育成 

利用権設定 １ヘクタール 
遊休農地活用事業補助金（１年目） 0.5
ヘクタール 
 

事業の概要 

農地を耕作するには下限面積が 20 アール以上必要であるが、「農地の利用権設定」をすれ

ば農地を持たない人でも耕作ができ、貸手の農家も期間が満了すれば離作料を払わなくても

農地を返してもらえるので安心して土地を貸すことができる。この制度を利用して、新規農

業者を開拓したい。 
また、「串本町遊休農地活用支援事業補助金」を利用して遊休農地を減らす手助けとした

い。 
事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

遊休農地活用支援

事業 

（商工農林課） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 800 1,500 1,500 3,800 

内 訳     
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

800 1,500 1,500 3,800 

その他     

    
 

事業名 事業の目的 成果目標 

町外からの定住促進による人口増加・活

力ある地域社会の形成 
 

Ｕターン・Ｉターン者の受け入れ ３世帯 
 

事業の概要 

定住を望んでいる希望者は、紀南地方を一体と捉えている。 
和歌山県ふるさと定住センター（古座川町直見）を窓口に、「田舎暮らし」をしたいのか、

「田舎で生活」したいのか、「農業」をしたいのか、等を見極め、ＪＡ紀南・ＪＡみくまの

とも協力しながら受け入れを進める。 
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

Ｕターン・Ｉターン

者の定住促進事業 

（商工農林課） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 ― ― ― ― 

内 訳     
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

― ― ― ― 

一 般 
財 源 

― ― ― ― 

その他     
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■林業 

 

事業名 事業の目的 成果目標 

当地域では、山村地域の道路網の整備や

特用林産物の集出荷施設などの基盤整備や

間伐材の利用推進などで活性化を図ってき

たが、木材産業の低迷とともに山村地域の

活力が低下してきている。また不在村林家

の増加、林業経営意欲の減退、更には近年、

高齢化・過疎化が進行し、農林業の担い手

不足は森林の荒廃や耕作放棄地の増加等、

山村地域の環境変化が大きな課題となって

いる。また、林道は国道 42 号の被災時にお

ける迂回路として期待されている。 
 

林道を計画的に整備することにより、森林

施業が円滑なものとなり、課題となっている

荒廃森林の改善と施業のコスト削減等による

林業の活性化を図る。こうしたことを目標と

して、森林・林道の持つ公益的機能の強化を

図る。 

事業の概要 

平成 16 年度～平成 19 年度  
平成８年度～平成 20 年度  

平成 18 年度～平成 23 年度 
平成 20 年度～平成 24 年度 
平成 20 年度～平成 22 年度 
 

林道上野山佐部線改良事業 
林道二色線舗装事業 
林道姫川線舗装事業 
林道上野山佐部線舗装事業 
林道和深鶴川線法面改良事業 

 
事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

林道関係事業 

（商工農林課） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 30,000 25,000 25,000 80,000 

内 訳     
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

9,000 7,500 7,500 24,000 

一 般 
財 源 

1,100 900 900 2,900 

その他 19,900 16,600 16,600 53,100 
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■水産業 

 

事業名 事業の目的 成果目標 

漁業生産基盤である漁港・漁業施設整備

や漁場の造成などを行い、水産物の継続的

な供給を確保し、沿岸海域・陸域の利活用

によって漁業振興を図り、漁業所得の向上

へとつなげる。 
 

安全係船岸充足率が向上し、安全で効率的

な漁業活動が行えるようにする。 

 

 

事業の概要 

【外郭施設】 西防波堤、護岸、突堤、取付護岸   
【水域施設】 -3.0ｍ泊地 
【係留施設】 -3.0ｍ岸壁、船揚場   
【輸送施設】 道路 
【用  地】 埋立 
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

動鳴気漁港地域水

産物供給基盤整備

事業 

（水産課） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 200,000 100,000 110,000 410,000 

内 訳 
突堤 
護岸 
岸壁 

護岸 
岸壁 

護岸 
岸壁 

 

 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

100,000 50,000 55,000 205,000 

一 般 
財 源 

10,000 5,000 5,500 20,500 

その他 90,000 45,000 49,500 184,500 
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事業名 事業の目的 成果目標 

【漁港整備事業】 
漁港施設の整備により、港内静穏度・係

留岸充足率を向上させることで、漁船の安

全及び機能性を向上させ、水産業の振興を

促進する。 
【集落環境整備事業】 
集落環境整備により、当該漁業者及び地

域住民の防火対策、集落道の利便性向上を

図る。 
 

安全で快適な漁業漁村地域の形成 
大地震に備えたライフラインの強化 
 

事業の概要 

【漁港施設整備】 
  東防波堤 L=5.0ｍ、西防波堤(改良) L=19.0ｍ、 
  西防波堤 L=30.0ｍ、-2.5ｍ泊地 A=6,200 ㎡、 
  -3.0ｍ航路 A=3,000 ㎡、-2.5ｍ物揚場 L=150.0ｍ、 
  突堤 L=50.0ｍ、道路Ａ L=285.0ｍ、道路Ｂ L=105.0ｍ、 
  護岸(道路) L=20.0ｍ、用地 A=6,200 ㎡、 
  護岸(用地) L=20.0ｍ 
【集落環境施設整備】 
  集落道 L=530.0ｍ、排水管路施設 L=100.0ｍ、 
  防火施設(消火栓) 3 箇所、防火施設(防火水槽) 4 基 
  貯水槽施設(非常時遮断弁) 2 基、照明施設 12 基 
 

事業費概算（千円） 
  

 19年度 20年度 21年度 合計 
事業費 150,000 200,000 200,000 550,000 

内 訳 

西防波堤(改良) 
測量・設計 
集落道 
排水管路施設 
照明施設 

-2.5ｍ泊地 
-3.0ｍ航路 
護岸(用地) 

-2.5ｍ泊地 
-2.5ｍ物揚場 
防火施設  

 
 

財源見込（千円） 

船瀬地区漁村再生

交付金事業 

（水産課） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

86,330 100,000 106,000 292,330 

一 般 
財 源 

3,270 4,800 4,500 12,570 

その他 60,400 95,200 89,500 245,100 
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事業名 事業の目的 成果目標 

串本漁港は、産地市場を有し周辺海域の

漁獲物の集荷拠点であるが、水揚げされる

漁獲物は老朽化した荷捌き施設で取り扱わ

れているため、衛生面で近年の食品への安

全性向上を求める消費者の意向に対応でき

ていない。 
そのため、拠点漁港として、水揚げから

流通までの一貫した品質・衛生管理システ

ムを取り入れた高度衛生荷捌き施設を建設

することにより、良質で安全かつ衛生的な

水産物を供給することが可能となり、串本

産水産物のイメージと品質向上及び高付加

価値化による単価上昇を図り、基幹産業で

ある漁業の持続的発展を目指すことを目的

に建設する。 

20～23 年度の申請・建設期間中に、「串本

漁港衛生管理マニュアル」を作成し、荷捌き

施設に携わる関係者・利用者を対象に勉強会

を重ね、衛生管理意識の向上を図り、消費者

に、より安心で安全な水産物を供給できる体

制を整えることにより、信頼される串本産魚

介類の構築を図りたい。 

 

 

事業の概要 

平成 20 年度  基本計画・基本設計作成、県へ事業申請 
平成 21 年度  既存荷捌き施設取り壊し、実施設計、工事監理業務、荷捌き施設一部着工 
平成 22 年度  工事監理業務、荷捌き施設完成 
平成 23 年度  工事監理業務、清浄海水処理施設完成 
(荷捌き施設本体 A=1,485 ㎡ ／ 庇 A=615 ㎡ ／ 清浄海水処理施設一式 90t/日 
／備品一式） 
※事業主体は、串本漁協 

事業費概算（千円） 
  

 19年度 20年度 21年度 合計 
事業費   137,424 137,424 

内 訳 
  荷捌き施設   100,863 

実施設計     31,059 
工事監理     5,502 

 

 
 

財源見込（千円） 

串本漁港高度衛生

荷捌施設建設事業 

（水産課） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

  89,325 89,325 

一 般 
財 源 

  2,499 2,499 

その他   45,600 45,600 

※財源見込の「その他」は、過疎債。 
※地元負担分を補助金として串本漁協へ。過疎債は、交付税で元利償還金の 70%を算入し

てくれるので、残 30%を漁協から返還してもらう。 
※国 50％、県 15％、地元負担分 35％（過疎債 95％、一般財源５％） 
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事業名 事業の目的 成果目標 

水揚高の減少や魚価の低迷等により厳し

い状況にある水産業の活性化を図るため、

水産物のブランド化（第 1 段階は、“養殖マ

ダイ”“天然カツオ”“養殖クロマグロ”）や

観光漁業、水産物の地産地消に取り組み、

漁家経営の安定化を図る。 
また、関係機関や団体との連携・協力を

深めるとともに、平成 18 年度に完成した

串本町都市交流海洋施設『水門まつり』を

活用し、地元農林水産物や観光等の情報を

発信し、串本町の活性化を図る。 
 

ブランド魚の規格基準を明確にし、ブラン

ド魚については、その取扱いを関係者に徹底

させるとともに、販路の開拓やＰＲに努め、

消費者の認知度や魚価の向上を目指す。 
また、給食での魚食の推進や関係機関・団

体の協力を得て、魚料理の講習会を開催する

など、食育の観点からの水産物の活用に努め

る。 
観光漁業については、観光協会や漁協等の

各種団体との連携を図るとともに、串本町都

市交流海洋施設『水門まつり』を活用し、積

極的な情報発信を行い、観光客の増加及び串

本町の活性化につなげたい。 
 

事業の概要 

平成 19 年度  養殖クロマグロ品温・pH 等測定調査 
講演会・現地調査等 

       ブランド魚の規格基準の明確化・周知 
       ブランド魚の名称決定 
       ブランド魚官能検査、販路開拓・情報発信 
平成 20 年度  講演会・現地調査等、販路開拓・情報発信 
平成 21 年度  講演会・現地調査等、販路開拓・情報発信 

 
事業費概算（千円） 

  
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 1,500 1,500 1,500 4,500 

内 訳 
講師等費用弁償 1,000 
打合せ・販路開拓等旅

費        500 

講師等費用弁償 1,000 
打合せ・販路開拓等旅

費              500 

講師等費用弁償 1,000 
打合せ・販路開拓等旅

費              500 
 

 
 

財源見込（千円） 

串本町 水産と観光

の再構築と町おこ

しプロジェクト事

業 

（水産課） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

1,500 1,500 1,500 4,500 

その他     
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事業名 事業の目的 成果目標 

水産資源の維持増大を図り、漁業収入の

向上を目指すとともに、稚魚放流について

は、町内外の遊漁者の増加による渡船の利

用や宿泊客の増加等につなげ、串本町の活

性化を図る。 
また、町主体の稚魚放流事業では、町内

の保育所及び幼稚園児にも放流してもらう

ことで、当該事業の周知を図るとともに、

子どもたちが海や魚に親しむ機会を提供す

る。 
 

漁業収入の安定化を図るとともに、放流事

業の取り組みを周知し、乱獲を防ぐ。 
 

事業の概要 

平成 19 年度  町主体稚魚放流 
       漁協主体稚魚・稚貝・イセエビ放流 
平成 20 年度  町主体稚魚放流 
       漁協主体稚魚・稚貝・イセエビ放流 
平成 21 年度  町主体稚魚放流 
       漁協主体稚魚・稚貝・イセエビ放流 
 

事業費概算（千円） 
  

 19年度 20年度 21年度 合計 
事業費 5,800 5,800 5,800 17,400 

内 訳 

町主体放流事業稚

魚代       2,000 
漁協主体稚魚・稚

貝・イセエビ放流事

業補助金   3,800 

町主体放流事業稚

魚代      2,000 
漁協主体稚魚・稚

貝・イセエビ放流事

業補助金   3,800 

町主体放流事業稚

魚代    2,000 
漁協主体稚魚・稚

貝・イセエビ放流事

業補助金   3,800 

 

 
 

財源見込（千円） 

種苗放流事業 

（水産課） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

5,800 5,800 5,800 17,400 

その他     
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事業名 事業の目的 成果目標 

磯焼け現象等により漁獲が減少している

アワビ・トコブシ類の資源回復やヒジキや

テングサ等の有用海藻の増殖を図り、漁業

収入の安定や後継者の確保を目指す。 
 

藻場回復や磯根漁場の機能向上を図る磯掃

除、トコブシ等を食害する有害生物の除去等

を行い、アワビ・トコブシ類の資源回復を図

るとともに、ヒジキやテングサ等の有用海藻

の増殖を図る。 
事業の概要 

平成 19 年度  磯根回復・有害生物除去等(委託) 
平成 20 年度  磯根回復・有害生物除去等(委託) 
平成 21 年度  磯根回復・有害生物除去等(委託) 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

磯根資源回復事業 

（水産課） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 3,000 3,000 3,000 9,000 

内 訳 
委託料 
3,000 

委託料 
3,000 

委託料 
3,000 

 

 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

1,000 1,000 1,000 3,000 

一 般 
財 源 

2,000 2,000 2,000 6,000 

その他     

    
 

事業名 事業の目的 成果目標 

マルハ株式会社によるマグロ養殖事業を

誘致し、雇用の創出を図る。 
当該事業を誘致することにより、漁協に

は漁場料や借地料が入り、漁業者にとって

は餌料としての水産物の買い上げによる魚

価の向上等につながり、水産業の活性化が

図られる。 
最近マグロ類は世界的に話題になってい

ることもあり、養殖場が計画（日本最大規

模）どおり実現すれば注目度は高く、新聞

等で取り上げられるとともに、視察や大手

量販店のバイヤーの訪問など来町する人が

増えることで、他の産業への波及効果もあ

り、串本町の活性化が図られる。 

マルハ株式会社とともに、地元(漁業者)との

協議・調整を進め、双方が納得する形で当該

事業を実現させる。 
また、地元調整がついた際には、区画漁業

権の設定や県の企業誘致に係る補助金の活用

等の行政手続きがスムーズに進むよう県担当

課等との調整に努める。 
 

※マルハの事業計画(案)では、80ｍ×48ｍの

生簀を 1 年目に 5 張、2 年目に 5 張、3 年目

に 5 張設置し、計 15 張の生簀を設置したい考

えである。 
 

事業の概要 

平成 19 年度  地元調整 
平成 20 年度  区画漁業権ほか行政手続の調整 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

クロマグロ養殖企

業誘致事業 

（水産課） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 ― ― ― ― 

内 訳     
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

― ― ― ― 

一 般 
財 源 

― ― ― ― 

その他     
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■商工業 

 
事業名 事業の目的 成果目標 

従来から地域の消費生活を支えてきた小

売店舗は、大規模店舗や大型専門店などの

進出による社会環境の変化により、衰退の

一途を辿る状況となっている。しかしなが

ら地域経済の一翼を担い、また、地域生活

においても重要な役割を果たしている「小

売店舗」の低迷に歯止めをかけ、商業分野

の活性化を図るためにも、平成 14 年度か

ら始めたこの事業を継続実施する。しかし

ながら、事業の費用対効果も大切であり、

併せて効果測定にも取り組んでいく。費用

対効果が予想以上に少ない場合は、事業の

廃止も視野に入れている。 
 

当面、平成 19 年度は事業を実施するもの

の、合わせて効果測定を行い、効果が見られ

ない場合は段階的な縮小、または、別事業へ

の切り替えも考えていく。商工会では「小売

店の下降速度に歯止めをかけることが最大の

目標」との考えであるので、「何％アップが目

標」と設定しがたいものがある。目下の目標

としては「各店舗の前年度の売り上げの維持」

としていきたい。 
 

 

事業の概要 

商工会に町補助金を出し、その額の約 10 倍程度のプレミアム券をお盆と年末の消費をタ

ーゲットにして発行する。各商店には、プレミアム券を媒体として、さらに消費を促す工

夫を望みたい。 
 
平成 19 年度 商工会に町から補助（小売店舗等消費拡大事業補助金） 
平成 20 年度 同上（但し、効果の状況による） 
平成 21 年度 同乗（但し、効果の状況による） 
 

事業費概算（千円） 
  

 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 5,000 5,000 5,000 15,000 

内 訳 町補助金    5,000 町補助金    5,000 町補助金    5,000 15,000 
 
 

財源見込（千円） 

小売店舗等消費拡

大事業＜プレミア

ム券＞ 

（商工農林課） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

5,000 5,000 5,000 15,000 

その他     
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■観光 
 

事業名 事業の目的 成果目標 

通過型から滞在型へ、受動型から能動型

への需要に対応した受け入れ態勢の整備を

図る。そのために観光客の多様な選択肢を

提供できるよう海・山・川の自然を活かし

た体験メニューの充実を図ると同時に体験

事業者や観光関係者、周辺市町村との連携

によるイベント開催やネットワーク化によ

る協力体制の構築を目的とする。 
 

ダイビング・スノーケリング・カヌー・各

種漁業体験・無人島探検ツアー等の体験事業

者の所得向上と新たな雇用拡大。 
また、観光関係施設や周辺市町村との連携

による相乗効果。 

事業の概要 

体験型観光を産業として確立 
・体験型観光の新メニューの開発 
・体験事業者のネットワーク化 
・体験事業者のスキルアップ 
・体験事業者と観光関係施設との連携によるイベント開催 
・町域を越えた協力体制の構築 

 
事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

体験型観光推進 

事業 

（観光課） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 1,000 500 500 2,000 

内 訳     
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

2,000   2,000 

一 般 
財 源 

1,000 500 500 2,000 

その他 1,000   1,000 
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事業名 事業の目的 成果目標 

南紀の美しい自然や深い歴史、豊かな文

化を体験する「ほんまもん体験」を活用し

た修学旅行が近年増加しており、誘致をよ

り一層推進するために全国的に需要の高い

「民泊事業」に積極的に取り組む。 
 串本町の民泊事業は、こうした社会全体

の動向を的確に捉えながら、地域の自主

的・自立的な取り組みのもと、経済的効果

や心理的効果を発生させ、「活力あるまち」

の再生につなげることを目的とする。 
 

経済的効果（コミュニティビジネスへの道） 
 ・民泊受け入れ家庭の所得向上 
 ・宿泊関連施設への波及効果 
 ・物産の売り上げ向上 
 ・体験事業者への波及効果による雇用拡大 
 ・第一次産業との複合ビジネス創出 
心理的効果 
 ・地域住民の「結い」絆の再構築 
 ・子どもたちとの交流による心の甦り 
 ・自主・自立力の確立 
数値目標 
 平成 19 年度  10 校 
 平成 20 年度  15 校 
 平成 21 年度  20 校 

 
事業の概要 

受け入れ姿勢 
・民泊事業説明会の開催 

 ・受け入れ民家による研修会の開催 
 ・先進地視察によるスキルアップ 
誘致活動 
 ・各エージェントの教育旅行支店を積極的に訪問 
 ・埼玉県・広島県等ターゲットを絞り込んだＰＲ活動 
 ・大学のサークル誘致活動 
その他 
 ・パンフレットの作成 
 ・地元コーディネート組織の設立 
 ・受け入れ民家の拡大 
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

教育旅行誘致にお

ける民泊事業 

（観光課） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 3,000 5,000 7,000 15,000 

内 訳     
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

1,800 3,000 3,000 7,800 

その他 1,200 2,000 4,000 7,200 
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事業名 事業の目的 成果目標 

観光客へのサービスの向上と既存観光施

設・公衆トイレ等の設備の整備に努める。

また観光施設のバリアフリー化、津波に対

する避難誘導版、外国語による案内標識の

整備など、すべての来訪者が安心、快適に

観光できる条件整備を推進することを目的

とする。 
 

平成 19 年度中に整備必要箇所の調査を行

い、翌年度から優先順位に基づき整備してい

く。 

 

 
 

事業の概要 

予想整備計画 
平成 19 年度 
 
 
 
平成 20 年度 
 
 
平成 21 年度 

整備必要箇所の調査 
大島公衆トイレ漏水修繕 
古座駅舎待合室床修繕 
重畳山管理水道設備修繕 
橋杭海水浴場休憩所の修繕及びバリアフリー化 
日米修交記念館前公衆トイレのバリアフリー化 
潮岬望楼の芝内水道施設整備 
樫野埼灯台旧官舎整備 
観光看板修繕 
  

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

観光施設整備事業 

（観光課） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 1,300 5,000 12,000 18,300 

内 訳     
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金  2,000 5,000 7,000 

一 般 
財 源 

1,300 3,000 7,000 11,300 

その他     
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事業名 事業の目的 成果目標 

本州最南端の潮岬、橋杭岩、串本節等、

自然観光資源に恵まれ、最盛期には、年間

180 万人の観光客があったが、近年は 120
万人台を推移している状況である。社会情

勢や観光形態の変化により、従来の「見る

観光」だけでなく、恵まれた自然環境を活

かした魅力ある体験型プランを考え、その

情報を的確に発信し、効果的に滞在型観光

客の増大を図ることを目的とする。 
 

メディアの有効利用  
・積極的な情報提供によりメディアでの露

出数を増やす 
・旬の素材を上手く組み合わせた観光メニ

ューの構築 
エージェント対策 

・串本町ファンとなっていただける旅行会

社を増やす 
 

目標観光客数（宿泊＋日帰り） 
平成 19 年度   

1,280,000 人（対前年比５％アップ） 
平成 20 年度  
 1,344,000 人（対前年比５％アップ） 
平成 21 年度  
 1,411,000 人（対前年比５％アップ） 

 
事業の概要 

各旅行会社によるツアー企画は勿論のこと、ファミリーやグループによる個人客数の増加

を目指す。そのために各メディアとのネットワークを強固なものとし、串本町の魅力を効果

的に情報発信する。 
また、ターゲット（修学旅行・サークル合宿・アウトドア等）を絞り込んだピンポイント

的誘客活動を行う。 
・攻めの観光施策 
・各メディアとのネットワーク化と旬の情報提供 
・各旅行会社への積極的な訪問ＰＲ 
・各学校への積極的な訪問ＰＲ 
・効果的なキャンペーンイベントへの積極的な参加 
・県との連携によるプレスツアーの実施 

 
事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

誘客広報活動事業 

（観光課） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 900 1,500 1,500 3,900 

内 訳     
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金     

一 般 
財 源 

900 1,500 1,500 3,900 

その他     
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事業名 事業の目的 成果目標 

「海・山・川」といったこの地域の豊か

な観光資源を再認識し、行政と住民が共に

考え、共に汗を流しながら、より良い町づ

くりに取り組む「協働型社会」の実現を目

指す。 
 

 地域の自主的な参加・運営による取り組み

の拡大 
 

事業の概要 

平成 20 年度 各種団体・関係者によるワーキング会議を開催し、串本町への思いや期

待、やりたいこと、やれること等を出し合い、協議・整理する。行政依

存型ではなく、地域主導の取り組みを推進し、それをサポートしていく。 
平成 21 年度 前年度の取り組み成果を全町に周知徹底し、更なる拡大を目指す。 

  
事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

観光資源の再認識 

（観光課） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 3,000 3,000 3,000 9,000 

内 訳     
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

 1,000 1,000 2,000 

一 般 
財 源 

3,000 2,000 2,000 7,000 

その他     
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■企業誘致 

 

事業名 事業の目的 成果目標 

地場産業の低迷に伴う、雇用の場の減少

から、若年層の流出、労働人口の高齢化が

大きな問題となっている。 
地場産業を中心とした優良企業を誘致す

ることにより雇用の場の確保、産業の振興

を図るとともに地域づくりに努める。 
 

 

 

基礎データ（立地条件など）の収集、整理

を行い、企業に当町の特性を紹介するための

基礎資料を作成する。 

事業の概要 

基礎データの情報収集を行い、その資料を基に企業誘致を図る。 
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

企業誘致活動推進

事業 

（総務課） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 ― ― ― ― 

内 訳     
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

― ― ― ― 

一 般 
財 源 

― ― ― ― 

その他     
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Ⅴ．自然と共生する町づくり 

 

■ごみ・し尿処理 

 

事業名 事業の目的 成果目標 

宝嶋クリーンセンター建設にかかる地元

区との「ごみ処理施設建設に関する協定書」

の中で旧古座町ごみ処理施設を運転停止後

10 年以内に撤去することになっている。 
（平成 24 年 11 月末日期限） 
 

 

事業の概要 

今後の事業を進めるにあたり、跡地利用等の検討も必要になることから、地元区との協議

が必要になってくる。また、補助金交付対象となるかどうか、県との協議が必要。 
 
平成 19 年度   地元区及び県との協議、先進地視察 
平成 20 年度   地元区との協議、撤去事業にかかる調査等 
平成 21 年度   撤去事業にかかる計画書の作成 

 
事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

旧古座町ごみ処理

施設解体事業 

（環境衛生課） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費     

内 訳     

 
※未定 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

    

その他     
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■火葬場 

 
事業名 事業の目的 成果目標 

串本火葬場・古座火葬場の老朽化に伴う新

たな火葬場の建設 
 

 

事業の概要 

環境との調和を図りながら、新たな火葬場を建設する。 
平成 19 年度・20 年度 
 
平成 21 年度 
平成 22 年度 

建設事業の取組（単独若しくは広域）、建設予定地区の

選定・選定地区との協議 
選定地区との協議・建設事業にかかる調査 
火葬場建設 

古座川町が火葬場建設（火葬炉２基）に向けて取り組んでいるが、用地選定に難航してい

る模様。進んでいない。 
串本町の住民の使用については、緊急時の使用程度しか想定していない。 
串本の亡くなった方全てについて火葬するのであれば、地元交渉の段階で大きな影響があ

ると思われる。費用負担や交渉への参加についても必要になると考えている模様。 
単独で建設するか、古座川町との広域で取り組むのか再度検討が必要であると思われる。 
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

火葬場建設事業 

（環境衛生課） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費    600,000 

内 訳     
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

   30,000 

その他    570,000 
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■道路整備 

 
事業名 事業の目的 成果目標 

本線は、潮岬地区町道串本潮岬線（旧県

道）、町道向地芝古地線（芝古地地区幹線道

路）を結び当地区において日常生活道路の

性格を有する唯一の町道であり、幅員 1.5
ｍ程度という現状で、自動車の通行は困難

であり住民は２輪車、また徒歩といった形

態の通行を余儀なくされ、著しく利便性を

欠いている。 
近い将来発生が懸念される南海、東南海

地震時の避難行動を想定した場合、この町

道に接近する家屋塀の倒壊が起こる可能性

が多大にあり、通行者に支障をきたすこと

が十分に予想される状況である。 
このため、早急にこの工事を実施し地区

住民の安全及び生活の利便性を計りたい。 
 

この工事については、延長Ｌ＝166.6ｍ 幅

員 3.0～4.0ｍ 
総事業費 21,000 千円（２ヶ年で完成予定） 
実施年度は、19 年度より 
 

事業の概要 

・返り擁壁       ・ブロック塀（建築用） 
・ブロック基礎     ・排水溝（自由勾配側溝） 
・横断排水溝      ・集水桝 
・アスファールト舗装 
 

事業費概算（千円） 
  

 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 9,000 13,000   

内 訳     

 
 

財源見込（千円） 

町道芝古地亀戸線

改良工事事業 

（建設課） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

3,000 4,300  7,300 

一 般 
財 源 

6,000 500  6,500 

その他  8,200  8,200 

※県費  
市町村道路事業県費補助（１／３） 
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事業名 事業の目的 成果目標 

当路線はサンゴ台中央線と共に活力ある

ふるさとづくりを目指し串本総合リゾート

開発構想の中核施設として整備されたサン

ゴ台地区の町道であり、串本の市街地と連

絡する重要な役割を担っている。 
現在、当地区には総合運動公園を始め、

ホテルや住宅等が建設されており、また、

新たに串本病院が平成 22 年に開院される。 
新しく串本病院が建設されることによ

り、当地区への車輌の乗り入れが増加する

ことが予想されるが、現道１車線しかなく

通行車輌の増加に対応することが困難であ

る。また、津波等災害時における避難道路

としても重要であり、救急患者等の搬送が

安全且つ迅速に対応できるよう道路機能の

保持及び交通の安全確保並び緊急活動の迅

速化を図るため道路の整備が必要である。 
 

新串本病院の開院に併せて、供用開始でき

るよう努める。 
 

 

事業の概要 

【道路延長】 Ｌ＝340ｍ 
【総 幅 員】 Ｗ＝6.75ｍ 
           （車道 Ｗ＝2.75ｍ×2 車線、歩道 Ｗ＝3.50ｍ） 
【舗 装 工】 表  層 t = 5 ㎝    A＝2,300 ㎡ 
       上層路盤  t = 15 ㎝ 
       下層路盤  t = 15 ㎝ 

 
事業費概算（千円） 

  
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費  38,000 82,000 120,000 

内 訳     

 
 

財源見込（千円） 

町道サンゴ台７号

線改良事業 

（建設課） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

 20,900 45,100 66,000 

一 般 
財 源 

 17,100 36,900 54,000 

その他     
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事業名 事業の目的 成果目標 

串本町串本地区における「急傾斜地崩壊

対策事業」を、「市町村の土地利用計画事業」

と一体的かつ総合的に進める「特定利用斜

面保全事業」で実施し、切土等による防災

対策とそれにより創出された空間を津波に

対する中核避難地として有効利用を図る計

画に伴い、この避難地までの車輌進入路を

整備することが目的である。 
 

「特定利用斜面保全事業」の施行最終年度

が平成 21 年度であることから、行程的な検

討により、この年度に車輌進入路整備工事の

施工を実施する。 
 

事業の概要 

「特定利用斜面保全事業」の工事用進入路として、和歌山県が事業主体となり施工する

ことから、この進入路を利用した整備を町営工事にて実施するものであり、事業内容は以

下のとおり。 
 
【延長】L=120.0m 【車道幅員】W=5.0m（片側１車線） 【歩道幅員】W=2.0m 

 
事業費概算（千円） 

  
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費   30,000 30,000 

内 訳   工事請負費  

 
 

財源見込（千円） 

特定利用斜面保全

事業附帯事業 

【西の岡進入路整

備工事】 

（建設課） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

  1,500 1,500 

その他   28,500 28,500 
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■水道事業  

 
事業名 事業の目的 成果目標 

現古田浄水場は、本町の水道事業におけ

る中核的な浄水場である。しかしながら、

建設後 30 年以上が経過して老朽化が進み、

近い将来高い確率で発生するであろうと言

われている東南海・南海地震における被害

が懸念されていることから、その対策は急

務となっている。 
また、原水にはクリプトスポリジウムの

指標菌である大腸菌がたびたび検出され、

当病原性原虫等による被害が心配されてい

るところであるが、現施設の急速ろ過方式

ではクリプトスポリジウムを確実に除去す

ることができない。 
このことから、将来に亘り安全な水を安

定供給する為に、クリプトスポリジウム等

の病原性原虫を確実に除去できる膜ろ過方

式の浄水方法を採用して、国庫補助事業と

して浄水施設の整備を行っていく。同時に、

本事業を行うことにより耐震性を確保する

ことができる。 
 

本事業については、平成 18 年度に事業費

192,572 千円で工事用道路工事・敷地造成工

事・排水路工事、基本設計等が実施済みとな

っている。 
平成 19 年度においては、総事業費 717,200

千円で、実施設計、管理棟建築・浄水池・濃

縮槽・天日乾燥床工事を行っていく。 
平成 20 年度では、総事業費 979,092 千円

で、第２管理棟・前処理設備、場内整備工事、

機械・電気設備工事、ポンプ設備改良・配管

整備工事を行い、平成 21 年度４月共用開始

を目指す。 
なお、平成 19 年度４月現在の上水道の給

水人口は約 20,000 人で、本事業が完成するこ

とにより約８割の 16,200 人に安全な水を供

給できることになる。 
 

事業の概要 

平成 19 年度 工事（場内整備、膜ろ過施設、浄水池施設、配水処理施設） 

調査（実施設計）   

平成 20 年度 工事（場内整備・付帯工事、膜ろ過施設、前処理施設、ポンプ設備、排 

水処理施設、場内配管、電気計装設備）                

ポンプ設備改良・配管整備工事（ポンプ廻り等改良、導水管接続、送水

管接続、配水管布設替え工事） 実施設計 

  

                             

古田浄水場（高度 

浄水）整備事業 

（水道課） 

 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

事業費概算（千円） 
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 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 717,200 979,092  1,696,292 

内 訳 

実施設計及工事監理  

81,855 

土木建築工事 

633,145 

事務費      

2,200 

 

実施設計及工事監理  

39,385 

土木建築工事 

937,507 

事務費       

2,200 

  

 
 

財源見込（千円） 

 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

238,450 316,488  554,938 

一 般 
財 源 

9,525 4,360  13,885 

その他 
(起債・他

会計繰入) 

350,000 
119,225 

500,000 
158,244 

 
850,000 
277,469 
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■下水道事業 

 
事業名 事業の目的 成果目標 

生活雑排水による公共用水域の水質汚濁

を防止するため、小型合併浄化槽の整備を

促進し、設置に際して町が補助する。 
 

小型合併浄化槽の普及促進 

事業の概要 

補助金額       ５人槽 ・・・ 342,000 円 
        ６・７人槽 ・・・ 414,000 円 
       ８～10 人槽 ・・・ 537,000 円  ※平成 19 年度末現在 

 
補助対象者  

(1)専ら自らの居住の用に供する建物に 50 人槽以下の浄化槽を設置しようとする者 
(2)延べ床面積のおおむね２分の１以上を自らの居住の用に供する建物に処理能力人数が 

50 人以下の浄化槽を設置しようとする者 
 
※財源内訳として現在は町・県・国が約 1／３ずつ負担しているが、平成 21 年度から県補

助金については大幅な見直しが行われるという動向が見られ、町としても事業の再検討が

必要であると思われる。  
 

事業費概算（千円） 
  

 19年度 20年度 21年度 合計 
事業費 32,970 40,080 40,080 113,130 

内 訳     
   

財源見込（千円） 

浄化槽設置整備事

業 

（環境衛生課） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

22,103 26,720 26,720 75,543 

一 般 
財 源 

10,867 13,360 13,360 37,587 

その他     
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■地籍調査 

 
事業名 事業の目的 成果目標 

現在、土地に関する記録として利用され

ている公図は、明治時代に作成された字切

図を基にしており、土地の形状や面積など

が現地の実態と異なっている。地籍調査は、

これらの不備欠陥を補正し、国土の実態を

正確に把握するために行う。 
 
 

事業の縮小を行いながら、現在着手してい

る鬮野川地区及び伊串地区の調査を推進す

る。各年度において字単位で調査地区を選定

し、全体計画の進捗をはかる。 
計画期間中は主に山間部の調査を予定して

いる。山間部では土地所有者の高齢化が進む

に伴い境界の位置を知る人が少なくなってき

ているため、早急に現地調査に着手するよう

努める。 
 
現在の進捗率（平成 17 年度末） 
国 47％  県 17％  町 ３％ 

 
事業の概要 

現在、着手している鬮野川地区及び伊串地区を継続して調査を行う。 
 
調査予定面積・筆数 
平成 19 年度 
平成 20 年度 
平成 21 年度 

鬮野川の一部（0.79 ㎢、152 筆） 伊 串の一部（0.73 ㎢、115 筆） 
鬮野川の一部（0.07 ㎢、 96 筆） 伊 串の一部（0.42 ㎢、 36 筆） 
鬮野川の一部（0.02 ㎢、129 筆） 伊 串の一部（0.13 ㎢、 72 筆）  

 
事業費概算（千円） 

  
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 27,080 10,000 10,000 47,080 

内 訳     

※概算した事業費に、町単独費として境界伐採費が加わる。   
財源見込（千円） 

地籍調査事業 

（建設課） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

20,310 7,500 7,500 35,310 

一 般 
財 源 

6,770 2,500 2,500 11,770 

その他     
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Ⅵ．協働の町づくり 

 

■広報公聴 

 
事業名 事業の目的 成果目標 

町行政を町民に正しく理解してもらうこ

とは行政の円滑な運営に当たって非常に重

要であり、従来から実施している広報誌の

配布、あるいは町民の意見を行政に反映さ

せる方法について、なお一層の配慮、工夫

を入れて推進し、住民参加型の行政運営を

進める。 

町民に親しまれる広報誌づくりを目指し、

町民にとって関心の高い情報を掲載する一

方、町民が登場する機会を増やすなど、住民

参加型の紙面作りを推進する。また広報への

広告掲載について、より利用していただける

方策を検討し、改善を行う。 
ホームページの充実については、多くの職

員が更新作業を行うことができるよう、随時

職員研修を実施する。更に各課から幅広く情

報を収集し、掲載内容の充実を図る。また、

閲覧者の経験・知識によって誤解が生じたり

理解不能になることのないよう、分かりやす

い情報掲載を行う他、様々な人々が活用しや

すいページづくりに務める。 
公聴体制の充実については、懇談会等の実

施により、町民と行政の意見交換の機械を充

実させる。 
事業の概要 

毎月の広報くしもとの作成。また同時に広報編集会議も定期的に開催し、よりより紙面

作りについて検討を行う。 
ホームページの定期的な更新。また未完成のコンテンツ作成。 

事業費概算（千円） 
  

 19年度 20年度 21年度 合計 
事業費 3,751 3,751 3,751 11,253 

内 訳    
 

  
 

財源見込（千円） 

広報公聴事業 

（総務課） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

    

一 般 
財 源 

3,751 3,751 3,751 11,253 

その他     
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■行財政運営 

 
事業名 事業の目的 成果目標 

行政・住民・企業それぞれの特性を活か

した協働体制を確立させ、効率的な公共サ

ービスの実施に努める。 
 

協働推進指針を策定する。 
指針をもとに、庁内の各事務事業について

協働化に向けた計画を策定する。 

事業の概要 

平成 20 年度 串本町協働推進指針（仮称）の策定 
指針をもとに、庁内の各事務事業について、協働可能な部分を調査、 
整理する。 

平成 21 年度 串本町協働推進計画（仮称）の策定 
 

事業費概算（千円） 財源見込（千円） 

協働の町づくり 

推進事業 

（総務課） 
 
 
 
事業年度 

》 19 20 21 》  

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

事業費 ― ― ― ― 

内 訳     
 

 
 19年度 20年度 21年度 合計 

国・県 
支出金 

― ― ― ― 

一 般 
財 源 

― ― ― ― 

その他     

    
 
 


